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終

章第
一
節
婚
姻
の
制
度
保
障
の
議
論
の
余
地

第
二
節
婚
姻
当
事
者
の
「
異
性
性
」

第
三
節
同
性
婚
の
内
容
形
成
権
限
と
平
等
原
則

考

察

の

主

題

本
稿
は
、
同
性
婚
に
関
す
る
国
会
の
内
容
形
成
権
限
と
平
等
原
則
の
関
係
に
つ
い
て
、

二
0
一
七
年
に
同
性
婚
立
法
を
導
入
し
た
ド
イ
ツ

(
l
)
 

ま
ず
も
っ
て
、
本
稿
の
考
察
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
札
幌
地
裁
令
和
三
年
三
月
一
七
日
判
決
で
あ
る
。
こ
の
判
決
で
は
、
憲
法
二
四
条
及

び
一
三
条
の
下
で
の
同
性
間
の
婚
姻
に
関
す
る
権
利
保
障
の
可
能
性
を
否
定
し
つ
つ
、
憲
法
一
四
条
一
項
の
平
等
原
則
の
観
点
か
ら
、
同
性

間
に
「
婚
姻
に
よ
っ
て
生
じ
る
法
的
効
果
の
一
部
で
す
ら
も
こ
れ
を
享
受
す
る
法
的
手
段
を
提
供
し
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
」
は
差
別
的
取

(
2
)
 

扱
い
に
当
た
る
と
し
て
違
憲
判
断
が
下
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
同
性
婚
に
関
す
る
実
体
的
権
利
は
憲
法
上
観
念
し
得
な
い
け
れ
ど
も
、
異
性
婚

制
度
が
存
在
す
る
限
り
で
、
そ
れ
を
部
分
的
で
あ
る
に
せ
よ
同
性
間
に
拡
張
し
な
い
こ
と
は
平
等
原
則
に
反
す
る
と
い
う
の
が
、
同
判
決
の

違
憲
判
断
の
理
屈
で
あ
る
。
し
か
し
、
お
よ
そ
次
の
二
点
で
、
こ
の
理
屈
に
は
憲
法
解
釈
と
し
て
看
過
し
難
い
点
が
見
ら
れ
る
。

第
一
に
、
「
婚
姻
に
よ
っ
て
生
じ
る
法
的
効
果
の
一
部
」
を
享
受
さ
せ
な
い
こ
と
が
平
等
に
反
す
る
と
し
た
同
判
決
の
理
屈
に
は
、
形
式

的
か
つ
相
対
的
平
等
に
は
汲
み
尽
さ
れ
な
い
実
体
的
判
断
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
婚
姻
に
よ
っ
て
生
じ
る
法
的
効
果
を
享
受
す

る
利
益
」
が
憲
法
上
も
「
重
要
な
利
益
」
で
あ
る
と
い
う
価
値
判
断
で
あ
る
。
事
実
、
同
判
決
は
、
こ
の
法
的
利
益
の
重
要
性
を
異
性
間
に

関
し
て
は
「
憲
法
二
四
条
が
そ
の
実
現
の
た
め
の
婚
姻
を
制
度
と
し
て
保
障
し
て
い
る
こ
と
か
ら
」
基
礎
付
け
、
そ
の
上
で
、
異
性
愛
者
と

法
の
議
論
を
手
掛
か
り
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
節

序

章
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ま、
•9 

同
性
愛
者
の
差
異
が
「
性
的
指
向
」
に
し
か
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
同
性
間
に
と
っ
て
も
当
該
利
益
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
。

憲
法
二
四
条
の
保
護
範
囲
に
は
同
性
婚
が
含
ま
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
当
該
利
益
の
重
要
性
が
憲
法
二
四
条
を
根
拠

に
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
条
の
保
護
範
囲
に
同
性
婚
が
含
ま
れ
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
同
条
を
出
発
点
に
、
カ
ッ

プ
ル
の
性
的
指
向
に
依
存
し
な
い
上
記
利
益
の
重
要
性
を
語
る
こ
と
に
は
矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
「
夫
婦
」
や
「
両
性

の
合
意
」
と
い
う
文
言
か
ら
す
る
と
、
同
条
を
根
拠
と
す
る
当
該
利
益
の
重
要
性
も
ま
た
、
あ
く
ま
で
異
性
間
の
関
係
に
の
み
妥
当
す
る
と

第
二
に
、
同
判
決
は
、
既
存
の
婚
姻
制
度
を
平
等
原
則
違
反
と
し
た
も
の
の
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
性
愛
者
の
た
め
に
如

何
な
る
法
制
度
の
創
設
が
憲
法
上
要
請
さ
れ
る
の
か
が
不
明
確
で
あ
る
。
同
判
決
は
、
同
性
間
に
「
婚
姻
に
よ
っ
て
生
じ
る
法
的
効
果
の
一

部
で
す
ら
も
こ
れ
を
享
受
す
る
法
的
手
段
を
提
供
し
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
」
、
「
そ
の
限
度
で
合
理
的
な
根
拠
を
欠
く
差
別
取
扱
い
に
当
た

る
」
と
述
べ
て
い
た
。
「
ど
の
よ
う
な
制
度
を
採
用
す
る
か
」
も
立
法
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
説
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

(3) 

場
合
に
よ
っ
て
は
、
婚
姻
と
は
別
枠
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
も
合
憲
と
な
り
得
る
。
し
か
し
、
仮
に
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
制
度
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
で
、
同
性
間
も
実
質
的
に
は
異
性
間
と
同
様
の
法
的
利
益
を
享
受
し
得
る
と
し
て
も
、
制
度
の
名
称
と
い
う

点
で
両
者
は
な
お
区
別
さ
れ
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
国
憲
法
は
、
こ
の
よ
う
な
異
性
間
と
同
性
間
の
「
分
離
す
れ
ど
も
平
等
」
を
許
容
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
、
婚
姻
と
い
う
名
称
の
も
と
で
異
性
間
も
同
性
間
も
対
等
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
要
請
す
る
の
で
あ
ろ

こ
の
よ
う
に
、
同
判
決
の
理
屈
に
は
憲
法
解
釈
と
し
て
看
過
し
難
い
点
が
あ
り
、
平
等
原
則
を
梃
に
同
性
婚
の
保
護
を
立
法
者
に
義
務
付

け
る
と
し
て
も
、
な
お
検
証
す
べ
き
解
釈
論
上
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
も
同
判
決
と
同
様
の
方
向
性
で
憲
法
解
釈
を
展
開
す
る
に

一
方
で
、
上
述
の
婚
姻
に
関
す
る
法
的
利
益
の
重
要
性
を
異
性
婚
を
規
律
対
象
と
す
る
憲
法
二
四
条
を
根
拠
と
す
る
こ
と
な
く
基
礎
付

け
る
必
要
が
あ
り
、
他
方
で
、
憲
法
一
四
条
一
項
の
平
等
原
則
が
憲
法
制
定
時
に
制
憲
者
ら
が
想
定
し
て
い
た
憲
法
上
の
婚
姻
概
念
を
拡
張

~
゜

、つカ
考
え
る
の
が
筋
で
あ
ろ
う
。
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以
上
の
主
題
の
性
格
に
照
ら
し
て
、
本
稿
は
、
婚
姻
に
関
す
る
個
別
規
定
を
有
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
の
基
本
権
解
釈
を
比
較

研
究
の
対
象
と
す
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
基
本
法
は
婚
姻
と
家
族
の
保
護
を
国
家
に
義
務
付
け
る
個
別
規
定
を
有
す
る
が
、
ド
イ
ツ
連
邦

憲
法
裁
判
所
は
、
こ
こ
で
の
「
婚
姻
」
を
一
貫
し
て
異
性
間
の
関
係
で
あ
る
と
定
義
付
け
て
き
た
。
も
っ
と
も
、

ナ
ー
シ
ッ
プ
法
の
成
立
以
降
は
、
平
等
原
則
を
定
め
る
基
本
法
の
規
定
を
梃
に
、
異
性
間
と
同
性
間
の
関
係
の
不
平
等
取
扱
い
の
是
正
を
求

め
る
憲
法
訴
訟
が
相
次
ぎ
、
結
果
的
に
、
二

0
一
七
年
の
同
性
婚
立
法
導
入
以
前
に
異
性
間
と
同
性
間
の
生
活
共
同
体
に
認
め
ら
れ
る
法
律

上
の
権
利
と
義
務
は
実
質
的
に
対
等
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
け
る
一
連
の
判
断
の
傾
向
は
、
憲
法
二
四
条
の

婚
姻
を
異
性
婚
と
し
つ
つ
、
平
等
原
則
を
通
じ
て
同
性
間
の
婚
姻
類
似
の
関
係
の
保
護
を
図
ろ
う
と
す
る
札
幌
地
裁
判
決
の
よ
う
な
解
釈
戦

略
を
評
価
す
る
う
え
で
の
格
好
の
検
討
素
材
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

(
4
)
 

も
と
よ
り
、
ド
イ
ツ
の
登
録
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
学
説
や
判
例
の
動
向
に
関
し
て
は
、
井
上
典
之
や
春
名
麻
季
、
渡
邊
泰

(
6
)

（

7
)
 

彦
ら
に
よ
る
優
れ
た
先
行
研
究
が
既
に
上
梓
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
主
と
し
て
同
性
婚
立
法
導
入
以
前
の
議
論
を
扱

う
も
の
で
あ
り
、
基
本
法
六
条
一
項
の
成
立
史
か
ら
登
録
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
経
て
、
同
性
婚
立
法
導
入
後
の
議
論
を
通
時
的
に
研

第
二
節
検
討
の
素
材
と
順
序

際
し
て
平
等
原
則
が
果
た
し
得
る
機
能
と
そ
の
限
界
に
つ
い
て
、

す
る
要
請
を
も
含
み
得
る
の
か
を
慎
重
に
見
定
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
同
判
決
の
立
論
に
は
再
構
成
が
求
め
ら
れ

は
た
し
て
、
平
等
原
則
は
、
立
法
者
の
同
性
婚
の
内
容
形
成
義
務
を
単
独
で
基
礎
付
け
る
法
規
範
と
な
り
得
る
の
か
。
な
り
得
る
と
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
憲
法
二
四
条
の
よ
う
な
婚
姻
に
関
す
る
個
別
の
憲
法
規
範
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
本
稿
は
、
以
上
の

問
い
を
《
同
性
婚
の
内
容
形
成
権
限
と
平
等
原
則
の
関
係
》
と
い
う
主
題
の
も
と
に
考
察
し
、
婚
姻
や
家
族
に
関
す
る
制
度
形
成
の
統
制
に

る。

―
つ
の
解
釈
の
方
向
性
を
提
示
す
る
こ
と
を
試
み
る
。い

わ
ゆ
る
生
活
パ
ー
ト
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究
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
の
特
徴
は
、
こ
れ
ら
先
行
研
究
か
ら
も
学
び
つ
つ
、
婚
姻
の
自
由
と
平
等
原
則
の

関
係
に
関
す
る
判
例
法
理
の
蓄
積
と
そ
の
同
性
婚
立
法
導
入
後
の
妥
当
性
を
通
時
的
に
考
察
し
、
日
本
国
憲
法
の
解
釈
論
に
架
橋
し
よ
う
と

試
み
る
点
に
あ
る
。
本
稿
の
整
理
が
適
切
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
諸
先
生
方
の
ご
批
判
を
仰
ぐ
他
な
い
が
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
法

が
制
定
さ
れ
て
か
ら
二

0
年
が
経
過
し
た
こ
の
段
階
で
、
婚
姻
と
家
族
に
関
す
る
ド
イ
ツ
基
本
権
解
釈
の
―
つ
の
通
時
的
な
分
析
を
提
示
す

ド
イ
ツ
法
を
比
較
研
究
の
対
象
と
し
て
、
本
稿
は
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
。
ま
ず
、
ボ
ン
基
本
法
下
に
お
け
る
婚
姻
に
関
す
る
基
本
権

の
規
範
内
容
を
そ
の
成
立
史
に
遡
っ
て
確
認
し
、
婚
姻
を
異
性
婚
と
解
釈
す
る
判
例
及
び
通
説
の
見
解
が
ど
の
よ
う
な
解
釈
方
法
の
下
に
導

か
れ
た
の
か
を
確
認
す
る
（
↓
第
一
章
）
。
次
に
、
こ
の
解
釈
方
法
に
照
ら
し
て
、
婚
姻
類
似
の
法
的
保
護
を
提
供
す
る
同
性
間
の
登
録
生
活

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
法
や
同
性
婚
立
法
が
少
な
か
ら
ぬ
学
説
か
ら
違
憲
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
、
基
本
法

三
条
の
平
等
原
則
の
観
点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
立
法
が
積
極
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
↓
第
二
章
）
。
以
上
の
ド
イ
ツ
法
の
分

析
を
踏
ま
え
て
、
最
終
的
に
、
彼
の
国
で
の
議
論
の
文
脈
が
日
本
に
お
い
て
も
共
有
可
能
な
も
の
で
あ
る
の
か
否
か
を
整
理
し
、
先
に
言
及

し
た
国
会
の
同
性
婚
の
内
容
形
成
権
限
と
平
等
原
則
の
関
係
に
つ
い
て
若
干
の
試
論
を
提
示
す
る
（
↓
終
章
）
。

(
1
)
L
E
X
/
D
B
:
 2
5
5
6
8
9
7
9
.
 

(2)

本
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
拙
稿
「
判
批
」
新
・
判
例
解
説
W
a
t
c
h

文
献
番
号
z
l
8
8
1
7
0
0
9
-
0
0
-
0
1
1
8
7
2
0
3
2

(
W
e
b

版
二
0
ニ
―
年
五
月
一
四
日
掲
載
）
、
同
「
判
批
」

法
学
論
叢
一
九
0
巻
五
号
（
二
0
二
ニ
年
）
の
他
、
渡
邊
泰
彦
「
判
批
」
新
・
判
例
解
説
W
a
t
c
h

文
献
番
号
z
l
8
8
1
7
0
0
9
-
0
0
,
0
4
1
1
8
2
0
2
1

(
W
e
b

版
二
0
ニ
ー
年
四
月

二
日
掲
載
）
、
西
山
千
絵
「
婚
姻
を
求
め
る
同
性
カ
ッ
プ
ル
ヘ
の
法
的
保
護
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
九
八
号
（
二
0
ニ
ー
年
）
五
四
頁
以
下
、
新
井
誠
「
判
批
」
W
L
J

判
例
コ

ラ
ム
ニ
三
四
号
（
文
献
番
号
2
0
2
1
W
L
J
C
C
0
1
3
)

を
参
照
。

(
3
)

同
様
の
指
摘
と
し
て
、
水
野
紀
子
「
婚
姻
の
意
義
を
考
え
る
」
法
学
教
室
四
九
0
号
（
二
0
ニ
ー
年
）
九
一
頁
も
参
照
（
「
こ
の
判
決
の
判
旨
は
、
同
性
婚
を
要
求
し
て

い
る
よ
り
は
、
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
を
念
頭
に
置
い
た
表
現
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
）
。

(
4
)

井
上
典
之
「
平
等
保
障
に
よ
る
憲
法
規
範
の
変
容
？
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
導
か
れ
る
ド
イ
ツ
基
本
法
の
「
家
族
』
に
つ
い
て
の
変
化
」
松
井
茂
記
ほ
か
編
「
自
由
の

法
理
阪
本
昌
成
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
」
（
成
文
堂
、

1
1
0
一
五
年
）
六
六
五
頁
以
下
。

る
こ
と
に
も
多
少
の
意
義
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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第
一
章

(
5
)

春
名
麻
季
「
人
権
論
か
ら
見
た
家
族
・
親
子
制
度
の
規
定
的
原
理
に
つ
い
て
い

i
③
」
四
天
王
寺
大
学
紀
要
五
六
号
（
二

0
一
三
年
）
五
三
頁
以
下
、
同
五
七
号
（
二

0

一
四
年
）
九
九
頁
以
下
、
五
八
号
（
二

0
一
四
年
）
五
九
頁
以
下
。

(
6
)

渡
邊
泰
彦
「
ド
イ
ツ
同
性
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
め
ぐ
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
ー
家
族
手
当
と
遺
族
年
金
に
つ
い
て
」
産
大
法
学
四
三
巻
三
号
（
二

0
1
0

年
）
八
八
三
頁
以
下
。
た
だ
し
、
同
性
婚
立
法
導
入
後
の
議
論
と
し
て
、
同
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
同
性
婚
導
入
」
京
都
産
業
大
学
総
合
学
術
研
究
所
所
報
一
三
号
（
二

0
1

八
年
）
一
頁
以
下
が
あ
る
。

(
7
)
そ
の
他
、
関
連
す
る
重
要
な
文
献
と
し
て
、
松
原
光
宏
「
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
~
憲
法
に
よ
る
保
護
」
鈴
木
秀
美
ほ
か
絹
「
憲
法
の
発
展

I
I

憲
法
の
解
釈
・
変

遷
・
改
正
ー
j

（
尚
学
社
、
二

0
一
七
年
）
二
七
五
頁
以
下
、
村
山
美
樹
「
同
性
婚
を
め
ぐ
る
憲
法
上
の
議
論
ー
ド
イ
ツ
と
の
比
較
を
通
じ
て
」
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年

報
四
六
号
（
二

0
一
六
年
）
三
頁
以
下
、
西
村
枝
美
「
同
性
婚
の
未
規
定
性
の
憲
法
適
合
性
ー
婚
姻
の
自
由
で
は
な
く
人
格
権
の
問
題
と
し
て
」
関
西
大
学
法
学
論
集
六

九
巻
三
号
（
二

0
一
九
年
）
一
五
四
頁
以
下
が
あ
る
。

婚
姻
と
家
族
の
基
本
権
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク

(
8
)
 

基
本
法
六
条
一
項
は
、
「
婚
姻
お
よ
び
家
族
は
、
国
家
的
秩
序
に
よ
り
特
別
な
保
護
を
受
け
る
」
と
定
め
る
。
本
章
で
は
、
次
章
で
展
開

す
る
同
性
間
の
生
活
共
同
体
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
議
論
の
前
提
と
し
て
、
同
項
の
規
範
内
容
に
関
す
る
判
例
と
学
説
の
理
解
を

確
認
す
る
。

一
般
に
、
六
条
一
項
の
規
定
か
ら
は
、
婚
姻
や
家
族
に
関
す
る
基
本
権
と
そ
の
国
家
に
よ
る
特
別
な
保
護
の
要
請
が
導
か
れ
る
と
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
項
は
、
必
ず
し
も
制
定
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
一
定
不
変
の
内
実
を
備
え
た
基
本
権
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
わ
け

で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ボ
ン
基
本
法
の
制
定
か
ら
一

0
年
も
の
時
を
経
ず
し
て
、
同
項
は
、
防
御
権
や
制
度
保
障
な
ど
の
伝
統
的
な
基
本
権

の
性
格
に
加
え
て
、
新
た
に
「
価
値
決
定
と
し
て
の
基
本
権
」
、
す
な
わ
ち
、
客
観
法
と
し
て
の
価
値
決
定
的
原
則
規
範
と
し
て
の
性
格
を

(
9
)
 

帯
び
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
一
九
四
九
年
の
ボ
ン
基
本
法
制
定
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
展
開
を
背
景
と
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け

る
婚
姻
と
家
族
の
基
本
権
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
内
実
を
解
明
す
る
こ
と
が
、
本
章
の
課
題
で
あ
る
。

基
本
法
六
条
一
項
は
、
そ
の
文
言
の
類
似
性
か
ら
、

ワ
イ
マ
ー
ル
ラ
イ
ヒ
憲
法
か
ら
の
条
文
の
伝
統
を
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
が
推
察
さ
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基
本
法
六
条
一
項
の
規
律
対
象

第
一
款
基
本
法
六
条
一
項
の
規
律
対
象
と
保
障
内
容

第
一
節
基
本
法
六
条
一
項
と
そ
の
成
立
史

れ
る
も
の
の
、
そ
の
成
立
史
に
お
い
て
は
、
そ
の
条
文
の
伝
統
か
ら
乖
離
し
た
同
項
の
規
範
内
容
の
独
自
性
も
ま
た
確
認
さ
れ
る
（
第
一
節
）
。

こ
の
よ
う
な
成
立
史
の
背
景
か
ら
し
て
も
、
同
項
の
婚
姻
は
異
性
間
の
関
係
を
指
す
と
い
う
の
が
、
判
例
と
学
説
の
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
解
の
も
と
、
婚
姻
の
自
由
は
、
立
法
者
の
内
容
形
成
を
必
要
と
す
る
基
本
権
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
き
た
（
第
二
節
）
。

基
本
法
六
条
一
項
の
規
律
対
象
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
婚
姻
お
よ
び
家
族
」
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
婚
姻
や
家
族
は
、
人
々
の
日

常
的
な
生
活
の
営
み
の
中
で
生
じ
る
一
種
の
社
会
現
象
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
規
律
対
象
は
広
範
囲
に
及
ぶ
。
そ
こ
で
、
同
項
の
規
律

対
象
を
確
定
す
る
た
め
に
、
基
本
法
上
の
「
婚
姻
」
や
「
家
族
」
の
概
念
を
、
そ
れ
以
外
の
生
活
共
同
体
と
の
区
別
に
お
い
て
意
味
を
持
つ

(10) 

か
た
ち
で
定
義
す
る
必
要
性
が
生
じ
る
。
そ
の
際
、
学
説
お
よ
び
判
例
の
一
般
的
な
傾
向
と
し
て
、
婚
姻
に
関
し
て
は
、
立
法
者
の
創
設
行

為
、
す
な
わ
ち
、
法
律
に
よ
る
婚
姻
の
内
容
形
成
が
、
そ
の
概
念
定
義
に
お
い
て
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
強
調
さ
れ
る
の
に
対
し
、
家
族
に

(11) 

関
し
て
は
、
法
的
な
定
義
に
依
存
し
な
い
社
会
的
な
実
態
を
柔
軟
に
考
慮
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
基
本
権
論
の

(12) 

代
表
的
な
教
科
書
に
よ
る
と
、
基
本
法
六
条
一
項
の
「
婚
姻
」
が
「
社
会
的
形
成
物
で
あ
る
と
同
時
に
法
的
形
成
物
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

「
家
族
」
は
、
「
親
と
子
と
の
間
の
社
会
的
な
つ
な
が
り
の
関
係
」
と
定
義
さ
れ
、
そ
こ
に
は
、
子
を
持
つ
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
や
両

(13) 

親
が
婚
姻
関
係
に
な
い
子
を
持
つ
生
活
共
同
体
も
含
ま
れ
る
。
実
際
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
も
ま
た
、
「
親
と
子
か
ら
成
る
包
括
的
共
同
体
」

を
広
く
基
本
法
上
の
「
家
族
」
と
見
な
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
上
の
親
子
関
係
の
存
否
を
重
視
し
た
「
家
族
」
概
念
の
確
定
は
、

(15) 

「
婚
姻
」
が
「
婚
姻
法
が
な
く
て
は
観
念
し
得
な
い
」
「
法
秩
序
の
産
物
」
で
あ
る
と
称
さ
れ
て
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
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な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
婚
姻
と
家
族
と
の
間
で
、
そ
の
概
念
の
定
義
の
仕
方
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
も
っ
て
、
「
婚
姻
」

も
「
家
族
」
も
あ
る
種
の
生
活
共
同
体
を
指
す
言
葉
で
あ
る
以
上
、
両
者
の
定
義
の
仕
方
に
相
違
が
見
ら
れ
る
こ
と
の
要
因
は
、
「
婚
姻
」

と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
て
い
る
対
象
と
「
家
族
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
て
い
る
対
象
の
性
質
の
違
い
に
帰
す
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
基
本
権
解
釈
の
問
題
と
し
て
、
こ
の
要
因
を
正
確
に
見
定
め
る
た
め
に
は
、
表
現
の
自
由
や
信
教
の
自
由
な
ど
の
他
の

自
由
権
規
定
に
は
見
ら
れ
な
い
基
本
法
六
条
一
項
の
特
徴
的
な
保
障
内
容
に
つ
い
て
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
婚
姻
」
と

「
家
族
」
の
間
で
、
そ
の
定
義
の
仕
方
が
異
な
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
以
下
で
は
同
項
の
保
障
内
容
が
「
婚
姻
」
と
は
何
か
、
「
家

族
」
と
は
何
か
と
い
っ
た
規
律
対
象
の
特
定
に
強
く
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

上
述
の
よ
う
に
、
保
護
の
対
象
に
つ
い
て
概
念
ご
と
に
開
き
の
あ
る
基
本
法
六
条
一
項
は
、

次
元
を
有
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
国
家
の
介
入
に
対
し
て
婚
姻
や
家
族
の
共
同
生
活
の
自
由
を
保
障
す
る
防
御
権

（
自
由
権
）
と
し
て
の
次
元
、
②
婚
姻
や
家
族
に
関
す
る
法
律
関
係
を
規
定
す
る
際
の
立
法
者
の
内
容
形
成
権
限
を
制
限
す
る
制
度
保
障
と

し
て
の
次
元
、
そ
し
て
、
③
関
連
す
る
私
法
と
公
法
の
全
領
域
に
お
い
て
婚
姻
と
家
族
の
保
護
と
支
援
を
要
請
す
る
価
値
決
定
的
原
則
規
範

(16) 

と
し
て
の
次
元
で
あ
る
。
後
二
者
は
、
基
本
権
の
客
観
法
的
な
側
面
と
し
て
機
能
す
る
。
こ
の
う
ち
、
基
本
法
六
条
一
項
の
保
護
の
対
象
と

な
る
「
婚
姻
」
や
「
家
族
」
の
概
念
規
定
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
②
の
制
度
保
障
の
次
元
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
保
障
の
次
元
に
つ
い

て
は
、
項
目
を
改
め
て
以
下
で
詳
述
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
③
の
価
値
決
定
的
原
則
規
範
は
、
「
適
切
な
措
置
に
よ
っ
て
婚
姻
お
よ
び
家

(17)

（

18) 

族
を
助
成
す
る
と
い
う
積
極
的
な
任
務
」
、
ま
た
は
、
国
家
の
「
保
護
と
助
成
に
対
す
る
義
務
」
と
言
い
換
え
ら
れ
、
例
え
ば
、
租
税
法
上

お
よ
び
社
会
保
障
法
上
の
婚
姻
や
家
族
に
対
す
る
不
利
な
措
置
の
禁
止
ま
た
は
優
遇
措
置
と
い
う
か
た
ち
で
具
体
化
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
同

(19) 

項
は
、
「
積
極
的
な
助
成
を
求
め
る
直
接
的
な
請
求
権
を
根
拠
づ
け
る
」
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
こ
で
の
助
成
が
無
尽
蔵
に
行
わ
れ
る

2
基
本
法
六
条
＿
項
の
保
障
内
容

一
般
的
に
、
次
の
三
つ
の
共
通
す
る
保
障
の
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婚
姻
と
家
族
に
関
す
る
憲
法
上
の
支
持
の
表
明

(
d
a
s
v
e
r
f
a
s
s
u
n
g
s
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
 
B
e
k
e
n
n
t
n
i
s
)

が
、
〔
婚
姻
と
家
族
の
〕
双
方
の
生
活
秩
序
の
保

障
を
同
時
に
含
意
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
制
度
保
障
ま
た
は
制
度
的
保
障

(
I
n
s
t
i
t
u
s
,
o
d
e
r
E
i
n
r
i
c
h
t
u
n
g
s
g
a
r
a
n
t
i
e
)

を
含
意
し

て
い
る
こ
と
に
は
議
論
の
余
地
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
性
質
上
、
婚
姻
と
家
族
に
関
す
る
憲
法
上
の
支
持
の
表
明
は
、
単
に
、
そ
の
本
質
的
な
構
造
に

お
い
て
、
婚
姻
と
家
族
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
点
で
は
、
そ
の
支
持
表
明
の
法
学
的
な
効
力
は
、
法
的
現
実
に
お
い
て
、
婚
姻
と
家
族

、
、
、
、
、
、
、
、

(21)

の
法
の
規
範
的
核
心
を
憲
法
上
保
障
す
る
点
に
し
か
存
在
し
な
い
。

か
か
る
説
示
に
お
い
て
、
制
度
保
障
は
、
婚
姻
と
家
族
の
「
そ
の
本
質
的
構
造
」
、
法
的
現
実
に
お
け
る
「
婚
姻
と
家
族
の
法
の
規
範
的
核

心
」
を
保
護
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
こ
こ
で
見
ら
れ
る
制
度
保
障
に
関
す
る
叙
述
が
、

マ
ー
ル
ラ
イ
ヒ
憲
法
下
で
提
唱
さ
れ
た
制
度
的
保
障
論
、
す
な
わ
ち
、
制
度
の
核
心
部
分
の
不
可
侵
を
命
じ
る
伝
統
的
な
制
度
保
障
の
理
解

(22) 

を
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
婚
姻
や
家
族
に
関
す
る
概
念
を
規
定
す
る
「
本
質
的
構
造
」
や
「
規
範
的
核
心
」
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
そ

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

3
 

る。

〈

20)

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、
「
如
何
な
る
助
成
義
務
も
『
な
し
得
る
こ
と
の
制
約

(
V
o
r
b
e
h
a
l
t
d
e
s
 M
o
g
l
i
c
h
e
n
)
』
を
受
け
る
」
と
さ
れ

概
念
規
定
的
な
制
度
保
障
の
要
請

基
本
法
六
条
一
項
の
「
婚
姻
」
と
「
家
族
」
の
概
念
規
定
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
制
度
保
障

(Institutsgarantie)

の
次
元
で
あ
る
。

一
九
五
七
年
一
月
一
七
日
の
夫
婦
合
算
課
税
に
関
す
る
決
定
に
お
い
て
、
基
本
法
六
条
一
項
の
制
度
保
障
の
次
元
に

ワ
イ
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ワ
イ
マ
ー
ル
ラ
イ
ヒ
憲
法 第

二
款
基
本
法
六
条
一
項
の
成
立
史

、
、
、
、

れ
は
ど
こ
か
ら
得
ら
れ
る
の
か
。
そ
の
―
つ
の
候
補
が
、
歴
史
と
伝
統
で
あ
り
、
婚
姻
や
家
族
の
本
質
や
核
心
は
そ
こ
か
ら
推
論
さ
れ
る
と

い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
基
本
権
論
の
代
表
的
な
教
科
書
に
よ
る
と
、
制
度
保
障
を
含
意
す
る
「
法
律
に

よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
た
保
護
領
域
を
も
つ
基
本
権
」
は
、
立
法
者
に
よ
る
内
容
形
成
を
条
件
と
す
る
一
方
で
、
「
歴
史
が
提
供
す
る
」
限
界

(23)

、
、
、
、
、
、
、
、

の
基
準
を
超
え
た
内
容
形
成
を
認
め
て
い
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
こ
れ
に
続
け
て
、
「
伝
統
と
切
り
離
さ
れ
、
伝
統
的
に
規
律
が
存
続
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
自
由
の
行
動
の
余
地
を
縮
小
す
る
規
律
は
、
原
則
と
し
て
基
本
権
の
介
入
と
同
等
の
も
の
と
し
て
扱
わ
な
け

(24) 

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
制
度
保
障
を
そ
の
保
障
内
容
の
一
っ
と
し
て
含
意
す
る
基
本
権
は
、
そ
の
内
容

形
成
に
あ
た
っ
て
歴
史
と
伝
統
の
適
切
な
参
照
を
立
法
者
に
義
務
付
け
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
結
果
当
然
に
、
基
本
権
を
具
体
化
す
る
制

度
も
ま
た
、
こ
れ
ら
の
歴
史
と
伝
統
か
ら
「
そ
の
本
質
的
構
造
」
が
確
定
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
制
度
保
障
は
、
そ
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
歴
史
的
な
、
と
り
わ
け
基
本
法
の
も
と
で
受
け
継
が
れ
た
当
該
制
度
の
伝
統
的

な
理
解
に
特
別
な
意
義
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
制
度
保
障
論
そ
れ
自
体
に
も
様
々
な
解
釈
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
す

(25) 

る
で
あ
ろ
う
。
さ
し
あ
た
り
、
制
度
の
概
念
規
定
に
お
い
て
伝
統
の
考
慮
を
重
ん
じ
る
制
度
保
障
の
理
解
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
仮
定
す

る
な
ら
ば
、
基
本
法
六
条
一
項
が
婚
姻
や
家
族
に
関
す
る
如
何
な
る
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
の
か
を
見
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
検
討
の

出
発
点
と
な
る
の
は
、
基
本
法
六
条
一
項
の
成
立
史
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
意
味
で
の
「
伝
統
は
、
法
外
の
観
念
の
権
威
性
の
ゆ
え

(26) 

に
有
意
性
を
獲
得
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
憲
法
制
定
者
に
よ
る
伝
統
の
継
受
の
ゆ
え
に
有
意
性
を
獲
得
す
る
」
か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
以
下
で
は
、
基
本
法
六
条
一
項
の
原
意
を
特
定
す
る
と
い
う
目
的
の
も
と
に
、
同
項
の
成
立
史
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
九
条
以
来
の
条
文
の
伝
統

「
婚
姻
と
家
族
の
特
別
な
保
護
」
を
謳
う
基
本
法
六
条
一
項
は
、
そ
の
成
立
史
に
お
い
て
、
何
よ
り
も
ま
ず
、

一
九
一
九
年
八
月
―
―
日
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に
制
定
さ
れ
た
ワ
イ
マ
ー
ル
ラ
イ
ヒ
憲
法

(
V
e
r
f
a
s
s
u
n
g
d
e
s
 D
e
u
t
s
c
h
e
n
 Reichs: W
e
i
m
a
r
e
r
 Reichverfassung) 

(27) 

い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
ワ
イ
マ
ー
ル
ラ
イ
ヒ
憲
法
―
一
九
条
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

―
一
九
条
を
模
範
と
し
て

「
婚
姻
は
、
家
族
の
生
活
な
ら
び
に
国
民
の
維
持
お
よ
び
増
殖
の
基
礎
と
し
て
、
憲
法
の
特
別
な
保
護
を
受
け
る
。
婚
姻
は
、
両
性
の
同
権
に
基
づ

(28) 

く
も
の
と
す
る
」
。

こ
の
条
文
の
特
徴
は
、
家
族
が
婚
姻
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
双
方
が
「
国
家
の
維
持
お
よ
び
増
殖
」
と
い
う
公
益
に
方

向
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
と
り
わ
け
、
婚
姻
が
こ
の
よ
う
な
公
益
に
方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
婚
姻
が
「
両
性
の
同
権
に

基
づ
く
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
相
侯
っ
て
、
婚
姻
が
男
性
と
女
性
の
結
び
付
き
で
あ
る
こ
と
を
否
応
な
し
に
関
知
さ
せ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
基
本
法
六
条
一
項
は
、
社
会
の
再
生
産
と
い
う
目
的
を
明
示
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
「
婚
姻
」
と
「
家
族
」
を
「
特

別
な
保
護
」
の
下
に
置
い
て
い
る
と
い
う
点
で
、
少
な
く
と
も
、
ワ
イ
マ
ー
ル
ラ
イ
ヒ
憲
法
―
―
九
条
を
部
分
的
に
継
承
し
て
い
る
こ
と
は

(29) 

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
前
款
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
基
本
法
六
条
一
項
に
は
、
婚
姻
や
家
族
に
つ
い
て
の
特
定
の
私
的
空
間
に
対

す
る
国
家
の
介
入
を
排
除
す
る
自
由
権
（
防
御
権
）
と
し
て
の
性
格
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
単
な
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
と
し
て
し

(30) 

か
見
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ワ
イ
マ
ー
ル
ラ
イ
ヒ
憲
法
―
―
九
条
の
条
文
解
釈
と
は
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
が
見
ら
れ
る

以
上
、
基
本
法
六
条
一
項
が
、

ワ
イ
マ
ー
ル
ラ
イ
ヒ
憲
法
―
一
九
条
か
ら
何
を
継
承
し
何
を
継
承
し
な
か
っ
た
の
か
を
正
確
に
見
定
め
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
次
に
、
基
本
法
六
条
一
項
に
と
っ
て
の
憲
法
制
定
会
議
に
当
た
る
「
議
会
評
議
会
P
a
r
l
a
m
e
n
t
a
r
i
s
c
h
e
r
R
a
t
」

に
お
け
る
審
議
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
同
項
の
背
景
に
あ
る
伝
統
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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う
な
規
定
の
提
案
が
な
さ
れ
た
（
基
本
法
7
a
条）。

提
案
さ
れ
た
後
、
最
終
的
に
は
、

一
九
四
八
年
八
月
に
作
成
さ
れ
た
ヘ
レ
ン
キ
ム
ゼ
ー
会
議
の
憲
法
草
案
で
は
婚
姻
と
家
族
に
関
す
る
規
定
が
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た

め
、
婚
姻
と
家
族
に
関
す
る
規
定
が
議
題
に
上
る
の
は
、
他
の
条
項
に
比
べ
比
較
的
遅
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
規
定
の
憲
法
典
へ
の
導
入
は
、

(31) 

そ
の
約
一
年
後
の
一
九
四
九
年
八
月
か
ら
一
九
四
九
年
五
月
ま
で
続
い
た
議
会
評
議
会
に
お
け
る
審
議
を
侯
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な

一
九
四
八
年
―
一
月
二
三
日
に
開
か
れ
た
基
本
原
則
委
員
会
の
第
二
四
回
集
会

(
2
4
.

S
i
t
z
u
n
g
 d
e
s
 G
r
u
n
d
s
a
t
z
a
u
s
s
c
h
u
s
s
e
s
)

に
お
い

て
初
め
て
、

C
D
u
/
c
s
uの
提
案
に
よ
る
婚
姻
と
家
族
の
保
護
に
関
す
る
条
項
が
議
論
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
規
定

の
提
案
で
あ
っ
た
。

「
男
性
と
女
性
の
持
続
的
な
生
活
共
同
体
の
法
適
合
的
な
形
式
と
し
て
の
婚
姻
、
お
よ
び
、
そ
の
婚
姻
と
と
も
に
育
ま
れ
る
家
族

(die
m
i
t
 
ihr 

(32) 

w
a
c
h
s
e
n
d
e
 F
a
m
i
l
i
e
)
、
な
ら
び
に
、
婚
姻
と
家
族
構
成
員
か
ら
派
生
す
る
権
利
お
よ
び
義
務
は
、
憲
法
の
特
別
な
保
護
を
受
け
る
」
。

こ
の
規
定
に
お
い
て
、
婚
姻
は
、
明
確
に
「
男
性
と
女
性
の
持
続
的
な
生
活
共
同
体
」
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
婚
姻
と
家

族
構
成
員
の
権
利
お
よ
び
義
務
に
対
す
る
「
特
別
な
保
護
」
が
意
図
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、

ら
の
条
文
の
伝
統
は
、
現
行
規
定
の
端
緒
と
な
る

C
D
u
/
c
s
u会
派
の
提
案
に
お
い
て
既
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
そ
れ
に
続
け
て
、
「
婚
姻
と
家
族
は
、
人
間
社
会
の
基
礎
で
あ
る
。
婚
姻
と
家
族
は
、
国
家
の
保
護
を
受
け
る
」
と
い
う
表
現
が

「
男
性
と
女
性
の
永
続
的
な
生
活
共
同
体
の
法
適
合
的
な
形
式
と
し
て
の
婚
姻
、
お
よ
び
、
そ
の
婚
姻
と
と
も
に
あ
る
家
族

(die
m
i
t
 ihr 
g
e
g
e
,
 

わ
ち
、 2

議
会
評
議
会
に
お
け
る
審
議

ワ
イ
マ
ー
ル
ラ
イ
ヒ
憲
法
―
一
九
条
か

一
九
四
八
年
―
二
月
四
日
の
基
本
原
則
委
員
会
の
第
二
九
回
集
会
に
お
け
る
決
議
に
基
づ
い
て
、
次
の
よ
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と
も
、
そ
の
共
同
生
活
も
ま
た
家
族
と
呼
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
私
は
、
よ
り
包
括
的
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
「
婚
姻
と
と
も
に
あ
る
家

(36) 

族
j

と
言
う
こ
と
が
よ
り
正
し
い
と
思
い
ま
す
」
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
家
族
が
婚
姻
と
と
も
に
育
ま
れ
る
こ
と
が
な
く
と
も
、
家
族
は
想
定
さ
れ
得
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
『
婚
姻
と
と
も
に
あ
る

(mit
ihr 
gege, 

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

b
e
n
)
j

が
よ
り
良
い
の
で
す
。
私
は
、
親
が
養
子
と
共
同
で
生
活
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
す
。
家
族
が
婚
姻
と
と
も
に
育
ま
れ
る
こ
と
が
な
く

(33) 

b
e
n
e
 Familie)
、
な
ら
び
に
、
婚
姻
と
家
族
構
成
員
か
ら
生
じ
る
権
利
お
よ
び
義
務
は
、
憲
法
の
特
別
な
保
護
を
受
け
る
」
。

微
々
た
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
先
に
見
た
第
二
四
回
集
会
の
提
案
と
第
二
九
回
集
会
の
提
案
の
間
に
は
一
っ
の
重
要
な
変
更
が
加
え
ら
れ
て

(34) 

い
る
。
そ
れ
は
、
婚
姻
と
の
関
係
に
お
け
る
「
家
族
」
の
文
言
に
つ
い
て
で
あ
る
。
国
法
学
者
で
あ
り

C
D
u
の
政
治
家
で
も
あ
っ
た

H
e
r
m
a
n
n
 v
o
n
 M
a
n
g
o
l
d
t
が
、
審
議
の
過
程
に
お
い
て
、
当
初
の
提
案
に
お
け
る
「
そ
の
婚
姻
と
と
も
に
育
ま
れ
る
家
族

(die
m
i
t
 ihr 

w
a
c
h
s
e
n
d
e
 Familie)
」
と
い
う
文
言
を
「
婚
姻
と
と
も
に
生
じ
る
家
族

(mit
ihr 
e
n
t
s
t
h
e
n
d
e
 
Familie)
」
と
言
い
換
え
可
能
で
あ
る
と
発

言
し
た
際
、

T
h
e
o
d
o
r
R
e
u
s
s
か
ら
次
の
よ
う
な
反
論
を
受
け
た
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
そ
れ
は
間
違
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
を
持
た
な
い
婚
姻
も
存
在
す
る
の
で
す
。
我
々
は
、
『
婚
姻
と
と
も
に
あ
る
家
族

(die
m
i
t
 ihr 
g
e
g
e
b
e
n
e
 

F
臼
nilie)
」
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
子
を
持
た
な
い
ま
ま
で
い
る
婚
姻
は
、
い
わ
ば
、
よ
り
権
利
の
劣
る
婚
姻
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る

(35) 

わ
け
で
す
か
ら
」
。

ま
た
、

O
t
t
o
H
e
i
n
r
i
c
h
 
G
r
e
v
e
も
、
こ
れ
に
同
意
し
た
。
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法

7

a
条
の
表
現
が
確
認
さ
れ
た
の
ち
、
そ
れ
を
受
け
て
、

一
九
四
八
年
―
二
月
一
三
日
に
、

一
般
絹
集
委
員
会

(
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e

解
か
ら
は
離
反
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
基
本
原
則
委
員
会
で
決
議
さ
れ
た
基
本
法

7
a
条
は
、
こ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
見
解
を
踏
ま
え
て
当
初
の
提
案
に
修
正
が

現
行
の
基
本
法
六
条
一
項
の
解
釈
に
と
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
次
の

2
点
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
第
一
に
、
上
述
の
如
く
、
成
立
過

程
に
お
い
て
は
、
婚
姻
と
家
族
の
関
連
性
が
強
く
意
識
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
同
項
の
「
婚
姻
お
よ
び
家
族
」
と
い
う
両
者
の
並
置
か

(37) 

ら
「
婚
姻
の
保
護
と
家
族
の
保
護
の
意
味
連
関
」
を
読
み
取
る
根
拠
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
同
項
は
、
婚
姻
を
家
族
の
基

盤
と
し
て
い
た
ワ
イ
マ
ー
ル
ラ
イ
ヒ
憲
法
―
―
九
条
か
ら
の
条
文
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
。
第
二
に
、

G
r
e
v
e
の
主
張
の
よ
う
に
、
社
会

の
存
続
と
い
う
婚
姻
の
役
割
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
「
子
を
持
た
な
い
婚
姻
と
養
子
を
持
つ
婚
姻
と
を
同
じ
憲
法
上
の
保
護
の
も
と
に
置

(38) 

く
こ
と
」
を
意
図
し
て
基
本
法
7
a
条
に
至
る
修
正
が
な
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
憲
法
制
定
者
が
、
婚
姻
概
念
の
構
成
要
素
と
し
て
生
物

(39) 

学
上
の
生
殖
可
能
性
を
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
。
し
た
が
っ
て
、
夫
婦
の
生
殖
の
意
思
ま
た
は
生

(40) 

殖
可
能
性
が
婚
姻
の
前
提
条
件
で
な
い
と
い
う
点
で
、
基
本
法
六
条
一
項
は
、
婚
姻
を
「
国
家
の
維
持
と
増
殖
の
基
礎
」
と
す
る
ワ
イ
マ
ー

ル
ラ
イ
ヒ
憲
法
―
一
九
条
か
ら
の
条
文
の
伝
統
を
引
き
継
い
で
は
い
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
、
同
項
の
規
範
は
、
「
国
家
社

会
主
義
の
全
体
国
家
」
に
対
す
る
反
動
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
[
i
。
す
な
わ
ち
、
国
家
社
会
主
義
に
よ
る
婚
姻
と
家
族
の
全
体
主
義
的
な
独

占
を
経
験
し
た
「
基
本
法
の
父
と
母
は
、
こ
の
よ
う
な
再
生
産
と
人
口
政
策
へ
の
明
確
な
関
連
付
け
を
間
接
的
に
は
ナ
チ
体
制
に
よ
る
イ
デ

(42) 

オ
ロ
ギ
ー
化
を
背
景
に
し
て
受
け
入
れ
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
以
上
要
す
る
に
、
基
本
法
六
条
一
項
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
ラ
イ
ヒ
憲
法
―
―

九
条
か
ら
、
①
婚
姻
と
家
族
の
意
味
連
関
を
継
承
し
て
い
る
も
の
の
、
②
社
会
の
再
生
産
と
い
う
公
共
の
福
祉
に
方
向
付
け
ら
れ
た
婚
姻
理

議
会
評
議
会
に
お
け
る
審
議
に
戻
ろ
う
。
第
一
読
会
(
-
九
四
八
年
―
二
月
七
日
の
第
ニ
―
集
会
）
に
お
け
る
中
央
委
員
会
で
、
上
述
の
基
本

R
e
d
a
k
t
i
o
n
s
a
u
s
s
c
h
u
s
s
)
 
~
、
冷
い
の
よ
ヽ
つ
な
草
案
を
提
案
し
た
。

加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
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一
九
四
九
年
一
月
一
八
日
の
第
三
読
会
に
お
い
て
、
こ
の
規
定
と
同
じ
内
容
の
草
案
が
最
終
的
に
議
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
そ

れ
に
先
行
す
る
一
九
四
九
年
一
月
―
一
日
の
第
一
―
―
―
一
回
集
会
で
は
、
再
び
、
こ
の
草
案
よ
り
長
い
文
言
が
付
さ
れ
た
改
正
が
議
決
さ
れ
て
い

(44) こ
。
し
か
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
語
法
上
か
つ
編
集
上
の
諸
理
由
か
ら
文
章
の
短
縮
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
上
述
の
簡
潔
な
草
案
に
立
ち

(45) 

戻
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
現
行
の
基
本
法
六
条
一
項
の
最
終
案
が
可
決
さ
れ
た
。

現
行
規
定
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
最
終
的
に
可
決
さ
れ
た
草
案
で
は
、
先
に
確
認
し
た
婚
姻
に
関
係
付
け
ら
れ
た
家
族
の
定
義
（
①

「
婚
姻
と
家
族
の
意
味
連
関
」
）
も
、
婚
姻
が
異
性
間
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
（
③
「
異
性
性

(
G
e
g
e
n
g
e
s
c
h
l
e
c
h
t
l
i
c
h
k
e
i
t
;

V
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
g
e
s
c
h
l
e
c
h
t
l
i
c
h
k
e
i
t
)
」
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
）
ふ
）
、
冬
企
入
の

X
―
―
―
日
か
ら
は
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

基
本
法
六
条
一
項
は
、
そ
の
文
言
の
限
り
に
お
い
て
、
多
様
な
解
釈
を
許
容
す
る
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
次
章
で
取
り
扱
う
同
性

婚
に
関
し
て
言
え
ば
、
少
な
く
と
も
、
同
性
間
の
婚
姻
の
締
結
は
、
議
会
評
議
会
に
お
け
る
審
議
の
際
に
、
あ
ら
ゆ
る
思
考
可
能
性
の
外
に

(46) 

置
か
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
事
実
を
同
性
婚
が
同
項
に
お
い
て
否
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
根
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
か

否
か
は
、
そ
れ
自
体
、
解
釈
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
さ
し
あ
た
り
、

上
記
の
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
（
①
「
婚
姻
と
家
族
の
意
味
連
関
」
、
②
「
社
会
の
再
生
産
と
い
う
公
共
の
福
祉
に
方
向
付
け
ら
れ
た
婚
姻
理
解
か
ら
の
離
反
」
、

③
「
異
性
性
」
）
が
、
基
本
法
六
条
一
項
の
成
立
史
と
し
て
議
会
評
議
会
の
審
議
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

以
上
の
成
立
史
の
検
討
か
ら
確
認
で
き
る
基
本
法
六
条
一
項
の
原
意
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
何
よ
り
も
ま
ず
、
同
項
は
、
婚
姻
と
家

族
の
「
特
別
な
保
護
」
と
い
う
点
に
お
い
て
、
文
言
上
、

3

小
括
ー
|
ー
基
本
法
六
条
一
項
の
原
意
と
制
度
保
障

ワ
イ
マ
ー
ル
ラ
イ
ヒ
憲
法
―
一
九
条
を
模
範
と
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、

[
l
]

(43) 

「
婚
姻
と
家
族
は
、
国
家
的
秩
序
の
特
別
な
保
護
を
受
け
る
」
。
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文
言
上
並
置
さ
れ
た
「
婚
姻
」
と
「
家
族
」
の
意
味
連
関
、

[
2
]
婚
姻
が
「
男
性
と
女
性
」
の
関
係
を
指
す
と
い
う
「
異
性
性
」
の
メ
ル

ク
マ
ー
ル
の
継
承
、
と
い
う
点
に
お
い
て
、

ワ
イ
マ
ー
ル
ラ
イ
ヒ
憲
法
―
一
九
条
と
の
共
通
性
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
前
提
に
す

る
と
、
憲
法
制
定
者
は
、
基
本
法
六
条
一
項
の
も
と
、
異
性
間
の
婚
姻
と
そ
の
子
か
ら
成
る
家
族
を
憲
法
上
特
に
保
護
す
る
こ
と
を
意
図
し

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
他
方
で
、
審
議
の
過
程
に
お
い
て
、
子
を
持
た
な
い
婚
姻
と
養
子
を
持
つ
婚
姻
と
を
同
じ
憲
法
上
の
保
護

の
も
と
に
置
く
こ
と
を
意
図
し
て
草
案
の
修
正
が
提
案
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
同
項
の
婚
姻
は
、

[
3
]
夫
婦
の
生
物
学
上
の
生
殖
可
能
性

を
前
提
条
件
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
婚
姻
を
「
国
家
の
維
持
と
増
殖
の
基
礎
」
と
す
る
ワ
イ
マ
ー
ル
ラ
イ
ヒ
憲
法
一

と
こ
ろ
で
、
以
上
で
確
認
し
た
基
本
法
六
条
一
項
の
原
意
が
最
も
色
濃
く
現
れ
る
の
が
、
同
項
の
保
障
内
容
の
一
部
を
構
成
す
る
制
度
保

、
、
、
、

障
の
解
釈
に
お
い
て
で
あ
る
。
通
説
的
な
理
解
に
よ
る
と
、
同
項
の
制
度
保
障
と
は
、
「
婚
姻
と
家
族
が
制
度
と
し
て
歴
史
的
に
獲
得
し
て(47) 

き
た
社
会
的
か
つ
法
的
な
内
実
」
を
憲
法
改
正
が
行
わ
れ
る
場
合
を
除
い
て
単
純
法
律
の
立
法
者
に
よ
る
変
更
か
ら
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
同
項
の
制
度
保
障
の
対
象
と
な
る
「
婚
姻
」
や
「
家
族
」
の
内
実
は
、
立
法
者
の
内
容
形
成
に
完
全
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
婚
姻
制
度
の
歴
史
や
伝
統
、
と
り
わ
け
、
基
本
法
制
定
時
の
婚
姻
理
解
に
よ
っ
て
「
あ
る
程
度
、
原
意
主
義
的
に
特

(48) 

徴
付
け
ら
れ
る
」
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
ま
さ
に
、
同
項
の
制
度
保
障
に
関
す
る
通
説
的
理
解
は
、
制
度
の
核
心
部
分
の
保

護
を
要
諦
と
す
る
伝
統
的
な
制
度
保
障
の
理
解
と
同
様
に
、
「
主
観
的
歴
史
的
な
制
度
理
解
に
憲
法
解
釈
に
お
け
る
際
立
っ
た
役
割
を
認
め

(49)

（

50) 

る
」
基
本
権
解
釈
の
一
種
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

も
っ
と
も
、
次
節
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
婚
姻
の
制
度
保
障
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
解
釈
は
、
通
説
の
よ
う
に
必
ず
し
も
主
観
的

歴
史
的
な
制
度
理
解
に
の
み
依
拠
す
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
実
際
に
、
基
本
権
解
釈
に
お
い
て
は
成
立
史
や
憲
法
制
定
者
の
考
え
方

(51) 

に
副
次
的
な
役
割
し
か
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
確
立
し
た
判
例
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
主
観
的
歴
史

的
解
釈
の
み
な
ら
ず
、
他
の
憲
法
規
範
と
の
体
系
的
解
釈
や
、
婚
姻
の
機
能
に
着
目
し
た
目
的
論
的
解
釈
に
よ
っ
て
も
婚
姻
概
念
が
推
論
し

一
九
条
の
条
文
の
伝
統
か
ら
の
乖
離
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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得
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
仮
に
同
裁
判
所
が
婚
姻
の
制
度
保
障
に
体
系
的
解
釈
や
目
的
論
的
解
釈
を
施
す
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
の
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
も
は
や
C
臼

I

S
c
h
m
i
t
t
を
宗
家
と
す
る
伝
統
的
な
制
度
保
障
理
解
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

は
た
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
展
開
す
る
婚
姻
の
制
度
保
障
は
、
伝
統
的
な
制
度
保
障
理
解
を
純
粋
に
受
け
継
い
で
い
る
と
言
え
る
の

か
。
そ
れ
は
、
婚
姻
に
関
す
る
立
法
者
の
内
容
形
成
権
限
を
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
制
限
す
る
の
か
。
次
節
で
は
、
こ
れ
ら
の
疑
問
を
連
邦

憲
法
裁
判
所
の
判
例
分
析
を
通
じ
て
考
察
し
、
同
裁
判
所
の
婚
姻
の
自
由
の
内
容
形
成
に
関
す
る
判
断
枠
組
み
を
明
ら
か
に
す
る
。

ま
ず
初
め
に
、
本
節
の
分
析
に
お
い
て
鍵
と
な
る
諸
概
念
の
用
語
法
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
諸
概
念

は
、
次
の
三
つ
の
概
念
、
す
な
わ
ち
、
①
「
婚
姻
の
自
由
」
、
②
「
内
容
形
成
」
、
③
「
構
造
メ
ル
ク
マ
ー
ル
」
の
三
つ
で
あ
る
。

第
一
に
、
「
婚
姻
の
自
由
」
と
い
う
権
利
概
念
は
、
広
く
定
義
す
る
こ
と
と
狭
く
定
義
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
広
い
意

味
で
の
「
婚
姻
の
自
由
」
は
、
そ
れ
自
体
、
包
括
的
な
権
利
概
念
で
あ
り
、
婚
姻
締
結
の
自
由
や
相
手
方
選
択
の
自
由
、
婚
姻
後
の
生
活
に

関
す
る
当
事
者
ら
の
自
己
決
定
権
な
ど
、
「
婚
姻
」
と
い
う
生
活
領
域
の
様
々
な
局
面
に
お
い
て
規
範
性
を
発
揮
す
る
種
々
の
自
由
や
権
利

を
指
す
。
こ
と
に
よ
る
と
、
基
本
法
六
条
一
項
の
中
に
は
「
婚
姻
」
が
「
特
別
な
保
護
を
受
け
る
」
と
い
う
規
定
し
か
存
在
し
な
い
の
で
、

こ
の
意
味
で
の
「
婚
姻
の
自
由
」
は
、
「
婚
姻
基
本
権
」
と
表
現
す
る
方
が
適
切
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
文
献
に
よ
っ

て
は
、
「
婚
姻
の
自
由
」
が
、
ま
さ
に
「
婚
姻
を
す
る
か
、
し
な
い
か
」
と
い
う
婚
姻
の
入
口
の
段
階
で
の
当
事
者
ら
の
自
己
決
定
権
、
す

な
わ
ち
、
「
婚
姻
締
結
の
自
由

(Eheschlie£ungsfreiheit)
」
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
よ
う

な
混
同
を
避
け
る
た
め
に
、
原
則
と
し
て
、
「
婚
姻
の
自
由
」
は
広
い
意
味
で
の
「
婚
姻
の
自
由
」
を
指
す
も
の
と
し
て
使
用
し
、
「
婚
姻
締

第
一
款
分
析
に
使
用
す
る
概
念
の
用
語
法

第
二
節
婚
姻
の
自
由
の
内
容
形
成
と
構
造
メ
ル
ク
マ
ー
ル
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婚」）。 第
二
に
、
本
節
に
お
い
て
、
「
内
容
形
成

(
A
u
s
g
e
s
t
a
l
t
u
n
g
)
」
と
は
、
基
本
権
の
保
障
内
容
や
保
護
の
対
象
が
法
律
に
よ
っ
て
具
体
化
さ

れ
る
事
態
を
指
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ド
イ
ツ
の
基
本
権
論
に
お
い
て
は
、
内
容
形
成
概
念
に
つ
い
て
も
諸
説
存
在
し
、
上
記
の
本
稿
の
定
義
は
、

種
々
の
学
説
の
定
義
を
本
節
に
お
け
る
分
析
の
た
め
に
便
宜
上
簡
易
化
し
た
緩
や
か
な
概
念
理
解
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
こ
の

概
念
に
と
っ
て
何
よ
り
も
重
要
な
点
は
、
内
容
形
成
と
し
て
把
握
さ
れ
る
基
本
権
の
法
律
に
よ
る
具
体
化
が
、
「
防
御
権
を
発
動
さ
せ
る
基

(52) 

本
権
介
入
と
は
区
別
さ
れ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
介
入

(Eingriff)
」
や
「
制
約

(
E
i
n
s
c
h
r
a
n
k
u
n
g
)
」
の
対
概
念
と
し
て
、

(53) 

「
内
容
形
成
」
概
念
は
使
用
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
法
律
に
よ
る
婚
姻
の
自
由
の
内
容
形
成
は
、
婚
姻
の
自
由
の
保
護
領
域
を
画
定
す
る

も
の
で
あ
る
た
め
、
基
本
的
に
は
、
婚
姻
の
自
由
の
介
入
や
制
約
と
は
評
価
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
際
に
も
、
「
あ
る
法
律
の
規
定
が
、

内
容
形
成
的
な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
介
入
的
な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
否
か
は
、
決
定
的
に
重
要
な

問
題
」
で
あ
り
、
必
ず
し
も
介
入
と
は
な
ら
な
い
に
せ
よ
、
「
内
容
形
成
が
制
約
的
な
性
格
を
有
し
得
る
こ
と
を
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば

(54) 

な
ら
な
い
」
。

第
三
に
、
「
構
造
メ
ル
ク
マ
ー
ル
」
と
は
、
あ
る
制
度
の
構
成
要
素
や
そ
の
制
度
の
構
造
を
表
す
種
々
の
特
徴
や
標
識
を
指
し
、
例
え
ば
、

婚
姻
制
度
に
と
っ
て
、
配
偶
者
が
異
性
で
あ
る
こ
と
や
二
人
組
の
関
係
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
制
度
に
と
っ
て
「
本
質
的
な
メ
ル
ク
マ
ー

(

5

5

)

(

5

6

)

 

ル
」
で
あ
る
と
か
、
「
本
質
的
な
構
造
原
理
」
で
あ
る
と
称
さ
れ
る
（
「
婚
姻
の
本
質
的
な
構
造
メ
ル
ク
マ
ー
ル
」
と
し
て
の
「
異
性
性
」
と
「
単

一
般
に
、
基
本
法
六
条
一
項
の
制
度
保
障
は
、
こ
の
よ
う
な
制
度
の
本
質
的
な
構
造
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
「
立
法
者
が
内
容
形
成
の
際

(57)

（

58) 

に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
も
の
と
し
て
観
念
す
る
こ
と
で
、
当
該
制
度
を
形
成
す
る
立
法
者
の
内
容
形
成
権
限
を
制
限
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
制
限
を
超
え
て
、
立
法
者
が
当
該
制
度
の
構
造
メ
ル
ク
マ
ー
ル
か
ら
逸
脱
す
る
内
容
形
成
を
行
う
た
め
に
は
、
憲
法
の
改

(59) 

正
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
制
度
的
保
障
論
に
お
い
て
は
、
何
が
憲
法
の
次
元
で
観
念
さ
れ
る
べ
き
当
該
制
度
の
構
造
メ
ル
ク
マ
ー
ル

で
あ
る
か
が
、
法
律
に
よ
る
内
容
形
成
を
必
要
と
す
る
基
本
権
を
解
釈
す
る
う
え
で
の
重
要
な
論
点
と
な
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
三
つ

結
の
自
由
」
と
区
別
す
る
。
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婚
姻
の
本
質
的
な
構
造
メ
ル
ク
マ
ー
ル

第
二
款
婚
姻
の
自
由
の
内
容
形
成
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
解
釈

の
分
析
概
念
の
用
語
法
を
前
提
に
、
婚
姻
の
自
由
の
内
容
形
成
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
解
釈
を
検
討
し
て
い
く
。

基
本
法
六
条
一
項
の
婚
姻
の
解
釈
に
と
っ
て
制
度
保
障
の
次
元
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

(60) 

こ
の
保
障
の
次
元
は
、
婚
姻
や
家
族
に
関
す
る
立
法
者
の
内
容
形
成
権
限
の
「
制
限
の
制
限

(
S
c
h
r
a
n
k
e
n
,
S
c
h
r
a
n
k
e
)
」
と
し
て
作
用
す
る
。

つ
ま
り
、
基
本
権
の
制
限
に
対
す
る
正
当
化
の
実
質
的
要
件
と
し
て
「
比
例
原
則

(
G
r
u
n
d
s
a
t
z
d
e
r
 V
e
r
h
a
l
t
n
i
s
m
a
s
s
i
g
k
e
i
t
)
」
が
「
制
限
の

制
限
」
と
称
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
制
度
保
障
も
ま
た
、
立
法
者
の
内
容
形
成
権
限
を
制
限
す
る
ル
ー
ル
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
立

法
者
は
、
婚
姻
の
自
由
の
内
容
形
成
を
行
う
際
に
、
こ
の
ル
ー
ル
と
し
て
課
せ
ら
れ
た
実
質
的
な
要
件
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で

あ
る
が
、
そ
の
際
に
、
内
容
形
成
権
限
を
制
限
す
る
実
質
的
な
要
件
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
が
、
婚
姻
の
「
本
質
的
な
構
造
メ
ル
ク
マ
ー

ル
」
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

言
う
ま
で
も
な
く
、
立
法
者
は
、
婚
姻
を
具
体
化
す
る
際
に
、
そ
の
本
質
的
な
構
造
原
理
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
本
質
的
な
構

造
原
理
は
、
保
障
さ
れ
て
い
る
基
本
権
の
自
由
の
特
質
お
よ
び
他
の
憲
法
規
範
と
結
び
付
い
た
既
存
の
伝
統
的
な
生
活
形
式
と
基
本
法
六
条
一
項
と
の

つ
な
が
り
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
社
会
の
変
化
や
そ
の
変
化
に
伴
っ
て
現
れ
る
婚
姻
の
法
的
形
態
の
変
更
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
法
六
条
一
項

が
維
持
さ
れ
、
基
本
法
を
通
じ
て
、
そ
の
特
性

(
P
r
a
g
u
n
g
)

を
獲
得
し
て
き
た
よ
う
に
、
婚
姻
が
、
長
期
間
意
図
さ
れ
た
生
活
共
同
体
を
目
的
と
す

る
男
性
と
女
性
の
結
合
で
あ
り
、
国
家
の
協
力
の
も
と
で
の
自
由
な
締
結
を
基
礎
に
創
設
さ
れ
、
男
性
と
女
性
が
相
互
に
同
等
の
権
利
を
も
つ
パ
ー
ト

(61) 

ナ
ー
シ
ッ
プ
の
上
に
立
ち
、
そ
の
共
同
生
活
の
内
容
形
成
に
関
し
て
、
自
由
に
決
定
し
得
る
と
い
う
こ
と
が
、
婚
姻
の
内
容
に
は
不
可
欠
で
あ
る
。
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2
 
立
法
者
の
「
形
成
の
余
地
」

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
構
造
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
踏
ま
え
た
う
え
で
あ
れ
ば
、
立
法
者
に
広
範
な
内
容
形
成
の
余
地
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

基
本
法
そ
れ
自
体
、
婚
姻
の
定
義
を
含
意
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
婚
姻
が
人
間
の
共
同
生
活
の
特
別
な
形
式
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

い
る
。
そ
の
限
り
で
、
憲
法
上
の
保
護
の
実
現
は
、
如
何
な
る
生
活
共
同
体
が
婚
姻
と
し
て
憲
法
の
保
護
を
享
受
す
る
の
か
を
内
容
形
成
し
、
境
界
づ

、
、
、
、
、

け
る
と
こ
ろ
の
法
律
上
の
規
定
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
際
、
立
法
者
は
、
婚
姻
の
形
式
と
内
容
を
規
定
す
る
、
か
な
り
の
形
成
の
余
地
を
有
し
て
い
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

基
本
法
は
、
婚
姻
の
制
度
を
抽
象
的
に
保
障
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
々
の
支
配
的
な
、
法
律
の
規
定
の
際
に
重
要
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
見
解
と

、
、
、
ヽ

(62)

一
致
す
る
内
容
形
成
と
い
う
か
た
ち
で
保
障
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
説
示
に
基
づ
く
と
、
憲
法
改
正
と
い
う
手
段
で
の
み
放
棄
可
能
な
婚
姻
の
構
造
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を

考
慮
し
つ
つ
、
「
そ
の
時
々
の
支
配
的
な
、
法
律
の
規
定
の
際
に
重
要
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
見
解
と
一
致
す
る
」
か
た
ち
で
内
容
形
成
を

行
う
こ
と
が
、
立
法
者
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
基
本
法
の
要
請
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
他
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
離
婚
に
際
し
て
責
任
主
義
か
ら
破
綻
主
義
へ
移
行
す
る
民
法
の
改
正
の
憲
法
適
合
性
が
問
題
と
な
っ
た

事
案
に
お
い
て
、
「
非
解
消
性
の
原
則
」
が
婚
姻
の
自
由
の
内
容
形
成
の
際
に
定
位
す
べ
き
構
造
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

で
あ
る
。

要
約
す
れ
ば
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
立
法
者
が
婚
姻
の
自
由
を
内
容
形
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
七
つ
の
構
造
上
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を

考
慮
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
婚
姻
関
係
の
①
二
者
性
（
単
婚
）
‘
②
異
性
性
、
③
持
続
性
（
非
解
消
性
）
、
④
要
式
性

（
国
家
の
協
力
）
、
⑤
自
由
意
志
（
婚
姻
締
結
の
自
由
）
‘
⑥
男
女
相
互
の
同
権
、
そ
し
て
、
⑦
共
同
生
活
に
関
す
る
内
容
形
成
の
自
由
の
七
つ



191巻 1号_54

J

と
は
、

こ
の
よ
う
な
改
正
を
合
憲
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
そ
の
理
由
付
け
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

民
法
典
一
三
五
一
一
一
条
一
項
に
お
い
て
明
確
に
承
認
さ
れ
、
婚
姻
法
の
指
導
原
理
へ
と
高
め
ら
れ
た
婚
姻
の
終
身
性

(
L
e
b
e
n
s
l
a
n
g
l
i
c
h
k
e
i
t
)

と
い
う

基
本
原
則
は
、
婚
姻
が
、
両
当
事
者
に
よ
る
、
永
続
的
な
共
同
体
と
し
て
意
図
さ
れ
、
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
婚
姻
が
、
そ
の
内
容
に
基

づ
い
て
生
涯
に
わ
た
っ
て
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

も
ち
ろ
ん
、
配
偶
者
た
ち
が
、
運
命
的
な
関
わ
り
合
い
や
原
因
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
責
任
を
負
う
べ
き
関
わ
り
合
い
や
原
因
に
よ
っ
て
、
生
涯

に
わ
た
る
人
的
な
共
同
体
を
現
実
化
す
る
と
い
う
任
務
に
挫
折
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。
固
家
の
法
律
が
婚
姻
を
維
持
し
た
り
、
復
縁
さ
せ
た
り
す
る

こ
と
が
可
能
で
な
け
れ
ば
、
婚
姻
は
、
壊
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
憲
法
の
保
護
の
要
請
は
、
生
涯
に
わ
た
る
婚
姻
を
抽
象
的
に
保
障
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
い
る
の
で
は
な
く
、
支
配
的
で
、
法
律
の
規
定
の
な
か
に
重
要
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
見
解
と
一
致
す
る
内
容
形
成
と
い
う
か
た
ち
で
保
障
し
て
い

る
。
そ
れ
に
従
っ
て
、
「
世
俗
化
さ
れ
た
」
民
法
上
の
婚
姻
と
い
う
像
が
憲
法
の
基
礎
を
成
し
て
い
る
。
そ
の
像
の
一
部
に
は
、
配
偶
者
た
ち
が
、
法

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

律
に
よ
っ
て
規
格
化
さ
れ
た
諸
条
件
の
も
と
で
離
婚
を
な
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
配
偶
者
ら
の
婚
姻
締
結
の
自
由
が
回
復
す
る
と
い
う
こ

(63) 

と
も
含
ま
れ
て
い
る
。

以
上
の
説
示
か
ら
ま
ず
も
っ
て
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
「
非
解
消
性
の
原
則
」
が
婚
姻
の
本
質
的
な
構
造
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
婚
姻
関
係
の
解
消
を
容
易
な
も
の
と
す
る
責
任
主
義
か
ら
破
綻
主
義
へ
の
移
行
を
立
法
者
の
形
成
の
余
地

）
の
枠
内
に
あ
る
も
の
と
し
て
許
容
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
か
か
る
判
断
に
お
い
て
、
憲
法
上
の
保

(
G
e
s
t
a
l
t
u
n
g
s
s
p
1
e
l
r
a
u
m
 

護
の
対
象
と
な
る
婚
姻
は
、
「
抽
象
的
に
」
保
障
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
社
会
に
お
け
る
「
支
配
的
な
」
見
解
、
そ
れ
も
「
法
律
の
規
定

の
な
か
に
重
要
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
見
解
と
一
致
す
る
内
容
形
成
と
い
う
か
た
ち
で
」
保
障
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

一
方
で
、
立
法
者
に
、
社
会
の
変
化
に
合
わ
せ
た
内
容
形
成
の
権
限
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
他
方
で
、
立

法
者
が
、
内
容
形
成
を
社
会
の
支
配
的
な
見
解
と
適
合
す
る
か
た
ち
で
継
続
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
（
①
「
婚
姻
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構
造
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。

3

内
容
形
成
に
お
け
る
「
自
由
の
特
質
」

の
内
容
形
成
の
社
会
的
見
解
と
の
適
合
性
」
）
。
そ
れ
に
加
え
て
、
上
述
の
説
示
で
は
、
「
憲
法
の
基
礎
を
成
し
て
い
る
」
「
世
俗
的
な
」
民
法
上

の
婚
姻
の
像
の
な
か
に
、
②
離
婚
に
よ
っ
て
回
復
す
る
配
偶
者
ら
の
「
婚
姻
締
結
の
自
由
」
へ
の
配
慮
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
も
言
及
が

な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
制
度
保
障
の
機
能
と
し
て
、
婚
姻
の
本
質
的
な
構
造
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
従
っ
た
内

容
形
成
を
立
法
者
に
義
務
付
け
つ
つ
、
こ
こ
で
の
①
と
②
の
よ
う
な
事
柄
も
併
せ
て
考
慮
す
る
こ
と
で
、
立
法
者
の
採
用
し
得
る
基
本
法
上

(64) 

の
婚
姻
理
解
に
幅
を
持
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
他
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
立
法
者
の
内
容
形
成
権
限
の
適
切
さ
を
判
断
す
る
際
、
先
程
言
及
し
た
婚
姻
の
締
結
の
自
由
や
他
の
憲

法
規
範
の
価
値
決
定
を
考
慮
し
た
、
あ
る
種
の
体
系
的
解
釈
を
施
す
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
「
婚
姻
締
結
の
自
由
」

を
本
質
的
な
構
造
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
は
詳
細
に
展
開
し
て
こ
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
を
基
本
法
六
条
一
項
が
保
障
す
る
基
本
権
の

「
自
由
の
特
質

(
F
r
e
i
h
e
i
t
s
c
h
a
r
a
k
t
e
r
)
」
と
称
し
、
婚
姻
の
異
性
性
や
非
解
消
性
の
原
則
と
並
ぶ
、
内
容
形
成
の
際
に
考
慮
す
べ
き
婚
姻
の

、
、
、
、
、
、
、

婚
姻
締
結
の
自
由
は
、
婚
姻
締
結
の
諸
形
式
と
そ
の
実
質
的
な
諸
条
件
に
関
す
る
法
律
上
の
規
律
を
許
容
す
る
だ
け
で
な
く
、
当
該
自
由
は
、
ま
さ

に
そ
れ
ら
を
前
提
と
し
て
い
る
。
〔
中
略
〕
確
か
に
、
立
法
者
は
、
婚
姻
締
結
の
形
式
や
婚
姻
適
齢
、
婚
姻
解
消
の
諸
条
件
を
規
律
す
る
な
ど
、
こ
う

い
っ
た
場
合
に
、
か
な
り
の
形
成
の
余
地

(
G
e
s
t
a
l
t
u
n
g
s
r
a
u
m
)

を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
例
え
ば
、
余
り
に
も
厳
格
か
、
余
り

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
も
矮
小
な
婚
姻
締
結
の
実
質
的
も
し
く
は
形
式
的
諸
条
件
は
、
婚
姻
締
結
の
自
由
、
も
し
く
は
、
こ
れ
と
は
ま
た
別
の
憲
法
そ
れ
自
体
か
ら
生
じ
る

、
、
、
、
、
、
、

婚
姻
の
構
造
原
理
と
相
容
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
同
様
に
、
個
々
の
事
例
に
お
け
る
法
律
上
の
規
定
の
適
用
が
、
こ
れ
ら
に
違
反
し
た
り
、
例
え
ば
、

(65) 

比
例
原
則

(
d
e
r
S
a
t
z
 
d
e
r
 
V
e
r
h
a
l
t
n
i
s
m
a
B
i
g
k
e
i
t
)

な
ど
の
一
般
的
な
憲
法
原
理
を
侵
害
し
た
り
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
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4
基
本
法
の
特
別
な
価
値
決
定
の
考
慮
|
|
制
度
保
障
の
体
系
的
解
釈

か
か
る
説
示
で
は
、
「
婚
姻
の
締
結
の
自
由
」
が
立
法
者
の
内
容
形
成
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
内
容
形
成
が
、
こ
の
基

本
法
六
条
一
項
が
保
障
す
る
基
本
権
の
「
自
由
の
特
質
」
を
適
切
に
考
慮
し
な
い
場
合
に
は
、
同
項
の
制
度
保
障
の
要
請
に
反
す
る
こ
と
、

場
合
に
よ
っ
て
は
、
比
例
原
則
違
反
と
さ
え
な
り
得
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
は
、
「
婚
姻
の
締
結
の
自
由
」
と
並
ん
で
、
「
こ
れ
と
は
ま
た
別
の
憲
法
そ
れ
自
体
か
ら
生
じ
る
婚
姻
の
構
造
原
理
」
に

も
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
親
の
権
限
に
関
す
る
一
九
五
九
年
七
月
二
九
日
の
判
決
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
は
、
基
本
法
三
条
二
項
お
よ
び
三
項
に
基
づ
く
男
女
間
の
特
別
な
平
等
の
要
請
を
そ
の
例
に
挙
げ
て
い
る
。

基
本
法
六
条
一
項
に
よ
る
と
、
婚
姻
と
家
族
は
、
国
家
的
秩
序
の
特
別
な
保
護
を
受
け
る
。
如
何
な
る
構
造
原
理
が
、
こ
れ
ら
の
制
度
〔
II
婚
姻
制

度
と
家
族
制
度
〕
を
規
定
す
る
の
か
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
法
外
の
生
活
秩
序

(
a
u
B
e
r
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
L
e
b
e
n
s
o
r
d
n
u
n
g
)

か
ら
判
明
す
る
。
両
制
度
は
、

昔
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
制
度
の
核
心
に
お
い
て
は
不
変
の
ま
ま
で
あ
り
続
け
た
。
そ
の
限
り
で
、
基
本
法
六
条
一
項
に
基
づ

く
制
度
保
障
の
実
質
的
な
内
容
は
、
伝
統
的
な
法

(
R
e
c
h
t
)

と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
〔
中
略
〕

し
か
し
、
基
本
法
六
条
一
項
の
制
度
的
な
内
容
は
、
こ
の
点
に
尽
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
更
な
る
本
質
的
な
要
素
が
基
本
法
の
特
別
な
価
値
決
定
か

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ら
推
論
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
こ
こ
で
、
基
本
法
三
条
二
項
お
よ
び
三
項
の
包
括
的
な
同
権
の
要
請
が
問
題
に
な
る
。
基
本
法
の
制
定
者
は
、
基
本
法

六
条
と
基
本
法
三
条
二
項
と
の
両
立
可
能
性
を
前
提
と
し
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の
こ
と
を
基
本
法
六
条
一
項
に
対
し
て
既
に
表
現
し
て

(66) 

い
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
男
性
と
女
性
は
、
婚
姻
お
よ
び
家
族
に
お
い
て
も
同
等
の
権
利
を
有
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
六
条
一
項
と
基
本
法
三
条
二
項
お
よ
び
三
項
の
体
系
的
解
釈
か
ら
、
婚
姻
の
構
造
原
理
と
し

て
の
夫
婦
間
の
「
同
権
の
要
請

(
G
l
e
i
c
h
b
e
r
e
c
h
t
i
g
u
n
g
s
g
e
b
o
t
)
」
を
導
き
出
し
た
。
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以
上
の
判
例
理
論
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
こ
こ
で
前
節
の
最
後
に
積
み
残
し
た
疑
問
に
答
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
が
展
開
す
る
婚
姻
の
制
度
保
障
は
、

C
a
r
l
S
c
h
m
i
t
t
や
通
説
の
想
定
す
る
制
度
保
障
と
同
一
の
理
解
に
依
拠
し
て
い
る
と
言
え
る
の

②
判
例
理
論
に
お
け
る
制
度
保
障
と
伝
統
的
な
制
度
保
障
の
差
異

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

〔
婚
姻
の
〕
本
質
的
な
構
造
原
理
は
、
保
障
さ
れ
て
い
る
基
本
権
の
自
由
の
特
質
お
よ
び
他
の
憲
法
規
範
と
結
び
付
い
た
既
存
の
伝
統
的
な
生
活
形

(67) 

式
と
基
本
法
六
条
一
項
と
の
つ
な
が
り
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。

か
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。

婚
姻
の
構
造
原
理
の
源
泉
と
な
る
三
要
素

以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
に
引
用
し
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
諸
判
決
か
ら
は
、
内
容
形
成
の
際
に
考
慮
す
べ
き
婚
姻
の
構
造
メ
ル
ク

マ
ー
ル
が
、
歴
史
や
伝
統
か
ら
だ
け
で
な
く
、
保
障
さ
れ
て
い
る
基
本
権
の
「
自
由
の
特
質
」
や
他
の
基
本
権
規
定
の
価
値
決
定
か
ら
も
推

論
さ
れ
得
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
繰
り
返
し
を
厭
わ
ず
引
用
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
の
次
の
一
節
の
な

つ
ま
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
婚
姻
の
構
造
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
、
①
「
自
由
の
特
質
」
、
②
「
他
の
憲
法
規
範
」
、
そ
し
て
、
③
「
既
存
の

伝
統
的
な
生
活
形
式
」
と
い
う
三
要
素
か
ら
判
明
す
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
狭
義
の
婚
姻
の
自
由
で
あ
る
「
婚
姻
締
結
の

自
由
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
基
本
法
六
条
一
項
が
保
障
す
る
基
本
権
の
「
自
由
の
特
質
」
か
ら
推
論
さ
れ
、
婚
姻
関
係
に
お
け
る

「
男
女
の
同
権
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
基
本
法
三
条
二
項
お
よ
び
三
項
と
い
う
「
他
の
憲
法
規
範
」
と
の
体
系
的
解
釈
か
ら
導
か
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
裁
判
所
の
婚
姻
の
制
度
保
障
は
、
婚
姻
の
構
造
原
理
を
そ
の
伝
統
や
歴
史
的
な
形
式
（
①
）
の
み
な
ら
ず
、
上
述
の

(68) 

他
の
二
要
素
（
②
と
③
）
か
ら
も
推
論
す
る
こ
と
で
、
憲
法
上
の
婚
姻
の
観
念
が
狭
陸
で
一
面
的
な
理
解
に
陥
る
こ
と
を
回
避
し
て
い
る
。

(1) 

5

小
括
1

婚
姻
の
構
造
原
理
と
制
度
保
障
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ほ
ど
大
き
く
な
い
。

一
方
で
、
婚
姻
の
「
本
質
的
な
構
造
原
理
」
、
あ
る
い
は
、
「
婚
姻
と
家
族
の
法
の
規

範
的
核
心
」
の
遵
守
を
立
法
者
に
義
務
付
け
る
と
い
う
点
で
、
制
度
の
核
心
部
分
の
不
可
侵
を
命
じ
る
伝
統
的
な
制
度
保
障
理
解
と
軌
を
一

に
す
る
が
、
他
方
で
、
構
造
原
理
の
推
論
の
際
に
「
既
存
の
伝
統
的
な
生
活
形
式
」
の
み
な
ら
ず
、
保
障
さ
れ
て
い
る
基
本
権
の
「
自
由
の

特
質
」
や
「
他
の
憲
法
規
範
」
を
考
慮
す
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
は
、
現
状
維
持
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
婚
姻
の
構
造
原
理
の
解
釈
に
幅
を

持
た
せ
て
い
る
。
こ
の
後
二
者
の
考
慮
要
素
は
、
主
観
的
歴
史
的
な
制
度
理
解
に
依
拠
す
る
通
説
的
見
解
に
は
見
ら
れ
な
い
観
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
同
裁
判
所
の
婚
姻
の
制
度
保
障
は
、
伝
統
的
な
制
度
保
障
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
純
粋
に
継
承
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
差
異
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
婚
姻
の
制
度
保
障
が
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
と
し
て
機
能
し
て
い
る

、
、
、
、

の
は
、
婚
姻
の
「
本
質
的
な
構
造
原
理
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
種
々
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
、
通
説
的
見
解
が
重
視
す
る
制
度
の
伝
統
や
歴
史

か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
懸
け
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
離
婚
の
際
の
責
任
主
義
か
ら
破

綻
主
義
へ
の
移
行
を
試
み
る
民
法
の
改
正
を
合
憲
と
判
断
す
る
際
も
、
「
非
解
消
性
の
原
則
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
前
提
に
、
あ
く
ま

で
婚
姻
の
解
消
が
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
〔
婚
姻
の
〕
本
質
的
な
構
造
原
理
は
、
保
障
さ
れ
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
る
基
本
権
の
自
由
の
特
質
お
よ
び
他
の
憲
法
規
範
と
結
び
付
い
た
既
存
の
伝
統
的
な
生
活
形
式
と
基
本
法
六
条
一
項
と
の
つ
な
が
り
か
ら

(69) 

生
ず
る
も
の
」
な
の
で
あ
っ
て
、
前
二
者
の
要
素
が
「
既
存
の
伝
統
的
な
生
活
形
式
」
と
い
う
要
素
を
大
き
く
変
更
す
る
か
た
ち
で
考
慮
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
点
で
、
同
裁
判
所
の
婚
姻
の
制
度
保
障
に
体
系
的
解
釈
や
目
的
論
的
解
釈
が
施
さ
れ
る
余
地
は
さ

し
か
し
、
「
既
存
の
伝
統
的
な
生
活
形
式
」
の
存
続
を
前
提
と
す
る
制
度
保
障
の
要
請
は
、
婚
姻
や
家
族
を
め
ぐ
る
社
会
的
な
状
況
が
変

化
し
た
際
に
、
婚
姻
と
は
異
な
る
生
活
形
式
の
保
護
や
そ
れ
に
合
わ
せ
た
民
法
の
改
正
を
困
難
な
も
の
と
す
る
。
は
た
し
て
、
伝
統
的
な
婚

姻
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
外
れ
る
生
活
共
同
体
の
保
護
を
拒
絶
ま
た
は
放
置
す
る
こ
と
が
、
基
本
法
六
条
一
項
の
要
請
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
同

項
の
制
度
保
障
と
両
立
す
る
新
た
な
生
活
形
式
に
開
か
れ
た
婚
姻
の
解
釈
は
可
能
な
の
か
。
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
向
け
て
制
定
さ
れ
た
二

0
0

か
否
か
で
あ
る
。
同
裁
判
所
の
婚
姻
の
制
度
保
障
は
、
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を
見
定
め
る
こ
と
が
、
次
章
の
課
題
で
あ
る
。

一
年
の
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
法
の
導
入
以
降
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
判
例
と
学
説
の
間
で
活
発
に
議
論
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
議
論
の
行
方

(8)

基
本
法
六
条
一
項
の
翻
訳
と
し
て
、
高
橋
和
之
編
「
新
版
世
界
憲
法
集
第
二
版
」
（
岩
波
書
店
、
二

0
―
二
年
）
一
七
0
頁
〔
石
川
健
治
訳
〕
を
参
照
。

(9)

ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
個
別
の
基
本
権
規
定
そ
れ
自
体
か
ら
「
価
値
決
定
と
し
て
の
基
本
権
」
の
性
格
を
導
き
出
し
た
の
は
、
夫
婦
合
算
課
税
に
関
す
る
違
憲
決

定

(
B
V
e
r
f
G
E
6
,
 
5
5
)

に
始
ま
る
。

vgl.

E
r
n
s
t
‘
W
o
l
f
g
a
n
g
 
B
o
c
k
e
n
f
o
r
d
e
,
 
G
r
u
n
d
r
e
c
h
t
e
 
als 
G
r
u
n
d
r
e
c
h
t
s
n
o
r
m
e
n
:
 
Z
u
r
 
gegenwiirtigen 
L
a
g
e
 
d
e
r
 

G
r
u
n
d
r
e
c
h
t
s
d
o
g
m
a
t
i
k
.
 D
e
r
 Staat 2
9
.
 
S. 6
,
7
.
 

(10)

婚
姻
に
関
し
て
、

B
V
e
r
f
G
E
6
2
,
3
2
3
 
(
3
3
0
)
.
 

(
1
1
)
v
g
l
.
 M
a
t
t
h
i
a
s
 Cornils•Die 

A
u
s
g
e
s
t
a
l
t
u
n
g
 d
e
r
 G
r
u
n
d
r
e
c
h
t
e
,
 2
0
0
5
,
 
S. 3
5
4
,
3
5
5
.
 

(
1
2
)
T
h
o
r
s
t
e
n
 K
i
n
g
r
e
e
n
/
R
a
l
f
 Poscher, G
r
u
n
d
r
e
c
h
t
e
.
 Staatsrecht II. 3
5
.
 
Aufl.. 2
0
1
9
,
 
S. 2
1
4
 (Nit•Kingreen/Poscher). 

~
た
、
同
]
雷
キJ
5
1田T
す
る
臨
gに
は
、

旧
版
に
当
た
る
第
三
一
版
の
邦
訳
と
し
て
「
現
代
ド
イ
ツ
基
本
権
〔
第
二
版
〕
」
（
永
田
秀
樹
・
倉
田
原
志
・
丸
山
敦
裕
訳
）
（
法
律
文
化
社
、
二

0
一
九
）
も
適
宜
参
照
し

た。

(
1
3
)
K
i
n
g
r
e
e
n
/
P
o咎
her,
a.a.O. 
(
A
n
m
.
 1
2
)
.
 
S. 2
1
6
,
2
1
7
.
 

(
1
4
)
B
V
e
r
f
G
E
 10, 5
9
 (
6
6
)
.
 

(
1
5
)
T
h
o
r
s
t
e
n
 K
i
n
g
r
e
e
n
,
 
D
i
e
 Verfassungsrechtliche Stellung 
d
e
r
 nichtehelichen 
L
e
b
e
n
s
g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
 i
m
 S
p
a
n
n
u
n
g
s
f
e
l
d
 z
w
i
s
c
h
e
n
 Freihei窃
'
u
n
d

Gleichhei窃
rechten,
1
9
9
5
,
 
S. 4
9
.
 

(
1
6
)
v
g
l
.
 Cornils, a.a.O. 
(
A
n
m
.
 11), S. 3
3
9
,
3
5
4
,
 
K
i
n
g
r
e
e
n
/
P
o
s
c
h
e
r
,
 a.a.O. 
(
A
n
m
.
 1
2
)
.
 
S. 2
1
3
,
2
1
4
,
 
M
a
r
k
u
s
 K
o
t
z
u
r
/
J
o
h
a
n
n
 Justus Vase!, Artikel. 6
,
 
in: 

S
t
e
r
n
/
B
e
c
k
e
r
 
(Hrsg.). 
G
r
u
n
d
r
e
c
h
t
e
,
K
o
m
m
e
n
t
a
r
,
 3. 
Aufl., 2
0
1
9
,
 
S. 7
0
8
,
7
1
0
,
7
4
0
,
7
4
4
 
(Kotzur/Vase!). 

(
1
7
)
K
o
n
r
a
d
 Hesse. G
r
u
n
d
z
u
g
e
 d
e
s
 V
e
r
f
a
s
s
u
n
g
s
r
e
c
h
t
s
 d
e
r
 B
u
n
d
e
s
r
e
p
u
b
l
i
k
 Deutschland, 2
0
 

•• 

n
e
u
b
e
a
r
b
.
 Aufl., 1
9
9
5
,
 
S. 
1
9
8
,
1
9
9
 
(
~
宿
ギ
止
血
ハ
・
中
か
短

8
辛

一
訳
「
ド
イ
ツ
憲
法
の
基
本
的
特
質
」
（
成
文
堂
、
二

0
0
六
年
）
二
九
五
頁
）
．

(
1
8
)
K
o
t
z
u
r
/
V
a
s
e
!
,
 a.a.O. 
(
A
n
m
.
 1
6
)
,
 
S. 7
4
2
.
 

(
1
9
)
H
e
s
s
e
,
 a.a.0. 
(
A
n
m
.
 1
7
)
,
 
S. 
1
9
9
 
(
邦
訳
~
二
九
五
頁
）
．

(
2
0
)
K
o
t
z
u
r
/
V
a
s
e
!
,
 a.a.0. 
(
A
n
m
.
 1
6
)
,
 
S. 7
4
2
.
 

(
2
1
)
B
V
e
r
f
G
E
 6
,
 5
5
 
(
7
2
)
 

(
強
調
は
筆
者
）
．

(22)

伝
統
的
な
制
度
保
障
の
理
解
、
と
り
わ
け
、
そ
の
宗
家
と
さ
れ
る

Carl
S
c
h
m
i
t
t
の
制
度
的
保
障
論
に
つ
い
て
は
、
石
川
健
治
「
自
由
と
特
権
の
距
離
[
増
補
版
]
』
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([IJ
怜
澁
縄
＃
＇

1
1
0
0
や

母
）

如
.jj¥1¥

栗゚

索
）

Kingreen/Poscher,
a.a.0. 

(
A
n
m
.
 12), 

S. 
84. 

（c!.;) 
Kingreen/Poscher, 

a.a.O. 
(
A
n
m
.
 12), 

S. 
84 -

H
e
r
v
o
r
h
e
b
u
n
g
 nicht 

i
m
 Original. 

ぼ
）

写
逐

学
翌
e
ゃ
卜
＝

H
-
ぶ

m
、

‘
匁

や
鐸

憚
凶

託
豆

'
U
t
e

Mager, 
Einrichtungsgarantie, 2003

如
.jj¥1¥

淫
゜

熙
出

釘
届

逐
起

楽
登

縄
呆

や
釘

繹
や

伶
内

Carl Schmitt G
写
述
忌
栄
逹
盗
唇
心
各
汎

0.....)→
匝
：
と
や
丈
幻

J心
廷
医
以

KI
三
団
要
も
担
茶
迎
送

g.....)ャ
ニ
ふ
！
゜
「
豆
"
/
へ

..L蕊
抽
S
再
池
翡
召
迷
握
：
縄
晨
」
＇
サ
こ
皿
〖
姓
：
忌
は
立
「
K

‘‘..L
蛍
坦
写
述
学
坦
縄
」
（
ロ
三
・
淀
翠
迅
（
斜
）
＇

I
 i<<

は
）
企
冊
心
辻
出
ヤ
心
゜

⑲
Ferdinand 

Wollenschlager, 
Die 

Offnung der 
E
h
e
 fiir 

gleichgeschlechtliche 
Paare 

aus 
verfassungsrechtlicher 

Perspektive, 
in: 

d
e
r
s
/
D
a
g
m
a
r
 

Coester-Waltjen, 
E
h
e
 fur 

alle, 
2018, 

S. 
63 

（ド）
vgl.

Jorn 
Ipsen, 

E
h
e
 fur 

alle-verfassungswidrig?, 
N
V
w
Z
 2017, 

S. 
1096 

澤
）

RGBI.
1919, 

1383. 

索
）

vgl.
Wollenschlager, 

a.a.O. 
(
A
n
m
.
 26), 

S. 
16, 

M
o
n
i
k
a
 B
o
h
m
,
 D
y
n
a
m
i
s
c
h
e
 Grundrechtsdogmatik v

o
n
 E
h
e
 u
n
d
 Familie?, 

V
V
D
S
t
R
L
 73, 

2014, 
S. 

215-216. 

（
約

vgl.
B
o
h
m
,
 a.a.O. 

(
A
m
n
.
 29), 

S. 
220. 

は）
咋

I.
Wollenschlager. 

a.a.O. 
(
A
n
m
.
 26), 

S. 
56, 

B
o
h
m
,
 a.a.O. 

(
A
n
m
.
 29), 

S. 
216.

卸
＊

止
垣
g.....)¥--''vgl.

Frauke Brosius-Gersdorf, 
Artikel. 6, 

in: 
H. 

Dreier 
(Hrsg.), 

Grundgesetz-Kommentar, 
Bd. 

I, 
3. 

Aufl., 
2013, 

S. 
847 

ff., 
Peter 

Haberle 
(Hrsg.), 

Entstehungsgeschichte 
der 

Artikel 
des 

Grundgesetz: 
Neuausgabe des Jahrbuch des 

offentlichen 
Rechts der 

Gegenwart, 2010, 
S. 

92 
ff. 

啜
）

Haberle
(Hrsg.), 

a.a.O. 
(
A
n
m
.
 31), 

S. 
93. 

ぼ
）

Haberle
(Hrsg.), 

a.a.O. 
(
A
n
m
.
 31), 

S. 
96. 

（苫）
•JE;'.l(l坦

匡
ヤ
心
長
翡
虹

0
3
ヤ
'vgl.

Wollenschlager, a.a.O. 
(
A
n
m
.
 26), 

S. 
75, 

Mathias Hong, D
e
r
 Menschenwiirdegehalt der Grundrechte, 2019, 

S. 
370. 

（埒）
Eberhard

Pikart/Wolfram Werner, Ausschuss fiir 
Grundsatzfragen, 

B
o
p
p
a
r
d
 a

m
 Rhein, 1993, 

S. 
823 

(zit. 
Pikart/Werner) 

-
H
e
r
v
o
r
h
e
b
u
n
g
 

nicht 
i
m
 Original 

海
）

Pikart/Werner,
a.a.O. 

(
A
n
m
.
 35), 

S. 
828 -

H
e
r
v
o
r
h
e
b
u
n
g
 nicht 

i
m
 Original. 

(~
) 

vgl. 
Wollenschlager, 

a.a.O. 
(
A
n
m
.
 26), 

S. 
74-75, 

Kotzur/Vase!, a.a.O. 
(
A
n
m
.
 16), 

S. 
7
3
0
(
「
條
森
逗
峨
神
!
!
'
堂
起
ユ
毎
嵌
わ
＃
堂
乏
ユ
潔
辻
字
士
心
菜

00-,;,’
さ

茶
砦

呈
糾

燎
幽
S
i
豆
甜
翌
心
函
心
.
.
.
.
.
)
ャ
ニ
心
」
）
．
や
菜
ユ
某
.
.
.
.
.
)
ヤ
＇
匡
⇔
瑳
ぐ
淋
老
瑳
ぐ
配
↓
尖
亡
内
維
器
如
姿
悩

9代
ヤ
＇
砦
蓑
叫
燕
誕

S
念

端
姐

用
崇

ヤ
内

ヂ
S

心.....)や
'vgl.

Brosius-Gersdorf, 
a.a.O. 

(
A
n
m
.
 29), 

S. 
8
5
1
(
「
畷
忌
S
撼

縣
ユ

祖
3

ヤ
庄

恥
匹

訂
心

父
砦

要
峨

紺
姿
S
捉
も
字
部
（
「
睾
簑
＇
祖
ヨ
も
＇
裳
要
心
心
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全
填
皿
悩
菜
内
｛
燕
楽
ざ
〔
廿
智
〕
器
森
知
営
哀
さ
楽
鹿
如
団
氾
こ
叫
）
さ
＇
出
如
淀
心
さ

2
砦
要
〈

S
梱
忌
如
鉗
七
心
心
念
ユ
武
巻
和
菜
心
゜

9
J
S
9
J
刃

さ
誤

'.1'
砦

吾
写

逐
叫

燕
悩

吾
述

茶
到

捉
⇒
さ

幻
J心

心
把
⇒

1恰
⇒

ャ
ニ
心
」
）

海
）

Hong,
a.a.O. 

(
A
n
m
.
 34), 

S. 
370. 

澤
）

Hong.
a.a.O. 

(
A
n
m
.
 34), 

S. 
369-370. 

国
）

vgl.
Volker Beck/Christoph Tometten. E

h
e
 fur 

alle -
Ein verfassungsrechtliches Gebot i

m
 Lichte 

auslandischer 
Gerichtsentscheidungen -

.
 

D
O
V
 2016, S. 

585 f. 
(zit. 

Beck/Tometten). T
h
o
m
a
s
 Blome. Die Geschlechterverschiedenheit der Ehegatten -

Kerngehalt der E
h
e
 nach Art. 6

 I
 

G
G
 ?, 

N
V
w
Z
 2017. 

S. 
1661 

f. 

(~
) 

vgl. 
B
o
h
m
,
 a.a.O. 

(
A
n
m
.
 29), 

S. 
220 

（笞）
Kotzur/Vasel,

a.a.O. 
(
A
n
m
.
 16), 

S. 
703, 703 

n.21. 

（尊）
Haberle

(Hrsg.), 
a.a.O. 

(
A
n
m
.
 31), 

S. 
97. 

（苓）
「
砦
芸
心
豆
＇
諒
起
心
ぷ
起

S
姐

坦
＃

匡
廷

S
坦
瑕
4
口
忌
⇔
溢
拭
や
伶
心
゜
窒
翠
竺
＇
｛
燎
誕

S
堆
棋
心
翠
域
侶
ヤ
心
゜
遡
器
俎
吋
も
悩
幽
＇
⇔
心
お

'.1'
や

＃
心

心
堀

も
宅

士
＆

＃
心

翌
栞

母
サ

己
蒸

溶
ti'

嵌
坦
e
埋
案
知
辛
漉
如
見
氾
哀
」

(Haberle
(Hrsg.), 

a.a.O. 
(
A
n
m
.
 31), 

S. 
98)゚

（浮）
vgl.

Wollenschlager, 
a.a.O. 

(
A
n
m
.
 26), 

S. 
56-57, 

Ipsen, 
a.a.O. 

(
A
n
m
.
 27), 

S. 
1096-1097. 

（等）
vgl.

Ipsen, 
a.a.O. 

(
A
n
m
.
 27), 

S. 
1096-1097 

(~
) 

Kingreen/Poscher, 
a.a.O. 

(
A
n
m
.
 12), 

S. 
222-223 -

H
e
r
v
o
r
h
e
b
u
n
g
 nicht 

i
m
 Original. 

（尊）
Christoph

Gorisch, Einfach-gesetzliche, verfassungsrechtliche u
n
d
 rechtverg!eichende Perspektiven eines gewandelten Ehebegriffs. D

e
r
 Staat 

54, 
2015, 

S. 
599. 

(~
) 

Wollenschlager, 
a.a.O. 

(
A
n
m
.
 26). 

S. 
63. 

(~
) 

A
n
n
e
 
Sanders, 

D
a
s
 
Ehebild 

des 
Bundesverfassungsgerichts 

zwischen 
Gleichberechtigung, 

nichtehelicher 
Lebensgemeinschaft 

u
n
d
 

Lebenspartnerschaft, 
in: 

E
m
m
e
n
e
g
g
e
r
/
W
i
e
d
m
a
n
n
 
(Hrsg.), 

Linien 
der 

Rechtsprechung 
des 

Bundesverfassungsgerichts -
er6rtet 

v
o
n
 
den 

wissenschaftlichen 
Mitarbeitern, 

Bd. 
II, 

2011, 
S. 

366 ti'•
J
 E;'"-1,0,;;ft柑

睾
忌

幽
出

孟
眺

縣
灼

声
恥

ヤ
心

再
駆

苺
逹

S
囲
眺
茶
「
ト
ス

=
R
4
嘩

画
登

採
塁

祖

亡
心
に
澤
•
臣
添

j
式
出
砦
は
出
涎
ヤ
心
」
全
S
や
伶
心

J..\J如
迦
婆
ヤ
心
゜

（お）
B
V
e
r
f
G
E
 45, 

187 
(227)

（
「
怪
科
糾
臼
酎
組
届
製
細

S
料

沼
失

共
サ

る
囲

王
字

七
は

ざ
瑠

怜
悉

S
華
ャ

S
盛
製

S
眺
鮨
ユ
心

0
ヤ
さ
ヤ
⇒
⇔

祀
お

咄
刈

心
心

憐
澤

条

甜
念

＆
＃

心
兵

た
や

さ
⇔

3
」)．

（為）
Martin

Gellermann, Grundrechte i
m
 Einfachgesetzlichen G

e
w
a
n
d
:
 Untersuchung Z

u
r
 Normativen Ausgestaltung der Freiheitsrecht, 2000. S. 

87. 
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（路）
vgl.

Robert Alexy, 
Theorie 

der 
Gurndrechte. 1994, 

S. 
302 

（苫）
vgl.

Kingreen. 
a.a.O. 

(
A
n
m
.
 15). 

S. 
83, 

Kingreen/Poscher, 
a.a.O. 

(
A
n
m
.
 12), 

S. 
219, 

Alexy a.a.O 
(
A
n
m
.
 53), 

S. 
304, 306. 

ぼ
）

vgl.
B
V
e
r
f
G
E
 105, 313 

(342, 345 
f.). 

(IB) 
B
V
e
r
f
G
E
 
10. 

59 
(66). 

（お）
B
V
e
r
f
G
E

105,313 
(345, 

Rn. 87). 

（沼）
vgl.

Kingreen/Poscher, 
a.a.O. 

(
A
n
m
.
 12), 

S. 
222. 

（忠）
vgl.

Wollenschlager, 
a.a.O. 

(
A
n
m
.
 26), 

S. 
18. 

ほ）
Kingreen/Poscher.

a.a.O. 
(
A
n
m
.
 12), 

S. 
222. 

((b) 
B
V
e
r
f
G
E
 105,313 

(345). 

（器）
B
V
e
r
f
G
E

105. 313 
(345) 

-
H
e
r
v
o
r
h
e
b
u
n
g
 nicht 

i
m
 Original. 

（怨）
B
V
e
r
f
G
E
53. 

224 
(245 

f.) 
-
H
e
r
v
o
r
h
e
b
u
n
g
 nicht 

i
m
 Original. 

（芯）
-,_)(¥.lJ-,_)',J,)

や
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S
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察
は

埒
内

S
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⇔
心
や
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訳
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こ
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茶
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恙
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ス

全
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ト
ー
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ユ
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ヤ

心
全
S

や
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2
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:
;
,
0
,
J

心
や

伶
0
ヤ
＇
怜
択
や
栂
去
心
◎
＆
◎

S
冊
距
投
＇
窓
苓
起

!.l'
全
全
心
恙
迎
ス
全
へ
ト
ー
全
ユ
ヨ
心
再
索
如
囃
記
ヤ
心
拇
徳
鷺
野
心
.
.
.
)
ド

S
恙

蔀
如

咲
心

ヤ
ジ
S
心...)ド

迄
起

宅
亡

心
菜

ヤ
2
心゚

（お）
B
V
e
r
f
G
E
31, 

58 
(69 

f.) 
-
H
e
r
v
o
r
h
e
b
u
n
g
 nicht 

i
m
 Original. 

(~
) 

B
V
e
r
f
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